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「
満
洲
国
L

に
お
け
る
日
本
の
治
安
機
構

|
|
外
務
省
警
察
・
関
東
庁
警
察
・
関
東
憲
兵
隊
l

i

こ
れ
ま
で
仮
説
的
に
提
唱
し
て
き
た
「
(
大
)
東
亜
治
安
体
制
図
」
の
う
ち
、
朝
鮮
・
台
湾
・
樺
太
、
関
東
州
・
南
洋
群
島
、
領
事
裁
判
権
を

有
す
る
中
国
に
お
い
て
は
、
日
本
国
内
の
治
安
維
持
法
を
筆
頭
と
す
る
治
安
法
令
が
施
行
・
運
用
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
「
満
洲
国
」

に
お
い
て
は
、
独
立
国
家
と
し
て
の
体
裁
を
整
え
る
た
め
に
、
百
本
と
は
一
応
異
な
る
治
安
法
制
を
つ
く
り
あ
げ
た
。
た
だ
し
、
そ
れ
は
法
制
に

と
ど
ま
ら
ず
、
そ
の
警
察
・
検
察
・
裁
判
・
行
刑
に
い
た
る
ま
で
、
実
質
的
に
日
本
の
治
安
体
制
全
殻
に
範
を
と
り
、
人
的
に
も
密
接
な
関
連
を

も
っ
て
運
用
さ
れ
て
い
た
。
し
か
も
、
一
九
三
七
年
二
一
月
一
日
の
「
満
洲
国
ニ
於
ケ
ル
治
外
法
権
ノ
撤
廃
及
ビ
南
満
洲
鉄
道
付
属
地
行
政
権
ノ

移
譲
ニ
関
ス
ル
日
本
盟
、
満
洲
国
間
条
約
」
の
笑
施
以
前
は
、
領
事
裁
判
権
と
そ
れ
に
付
随
す
る
と
さ
れ
る
領
事
警
察
権
に
よ
り
日
本
外
務
省
直

属
の
外
務
省
警
察
(
領
事
館
警
察
)
が
、
ま
た
満
鉄
付
属
地
の
行
政
権
行
使
に
と
も
な
い
関
東
庁
(
の
ち
関
東
局
)
の
警
察
・
可
法
が
存
在
し
、

そ
れ
ら
に
お
い
て
は
「
満
洲
国
」
内
で
日
本
の
治
安
法
令
を
運
用
し
た
。
さ
ら
に
関
東
憲
兵
隊
は
建
国
か
ら
崩
壊
に
至
る
ま
で
の
「
満
洲
国
」
の

治
安
維
持
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
。
「
満
洲
国
」
建
国
後
の
警
察
機
構
に
限
っ
て
も
、
「
満
洲
国
警
察
行
外
務
省
警
察
・
関
東
庁
警
察
・
関

東
憲
兵
隊
の
四
者
が
存
在
す
る
と
い
う
錯
綜
ぶ
り
で
あ
り
、
法
制
亜
で
も
日
本
の
治
安
維
持
法
と
「
満
洲
罰
」
の
暫
行
懲
治
叛
徒
法
が
そ
れ
ぞ
れ

で
運
用
さ
れ
て
い
た
。

健
保
田
家
と
し
て
建
国
を
強
行
し
た
「
満
洲
国
」
で
は
、
治
安
の
維
持
が
最
大
の
急
務
で
あ
っ
た
。
「
満
洲
国
」
と
し
て
の
治
安
機
構
・
法
制
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の
整
備
が
急
が
れ
る
方
で
、
「
反
満
抗
日
運
動
」
、
当
局
側
か
ら
み
る
と
「
匪
賊
」
討
滅
の
た
め
に
、
関
東
軍
の
軍
事
力
と
と
も
に
上
記
四
つ
の

警
察
力
が
最
大
限
に
発
揮
さ
れ
、
「
成
果
」
を
あ
げ
た
。
「
匪
賊
」
の
交
戦
死
や
捕
虜
と
さ
れ
た
あ
と
の
処
刑
の
人
数
は
、
治
安
維
持
法
と
暫
行
懲

治
叛
徒
法
な
ど
に
よ
る
処
罰
じ
を
は
る
か
に
上
回
る
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
こ
う
し
た
「
満
洲
国
」
の
重
層
的
な
治
安
体
制
の
フ
ォ
ロ
ー
が
無
意
味

と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
「
満
洲
国
」
は
近
代
的
法
治
問
家
と
な
る
べ
く
警
察
権
@
可
法
権
に
も
と
づ
く
治
安
の
維
持
確

立
を
め
ざ
し
た
。
そ
の
内
実
は
、

E
本
の
治
安
体
制
に
準
じ
つ
つ
、
あ
る
面
で
日
本
の
そ
れ
を
先
取
り
す
る
も
の
も
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
全
体
と

し
て
、
「
(
大
)
東
亜
治
安
体
制
」
の
一
角
を
構
成
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

中
国
東
北
地
方
に
お
け
る
外
務
省
警
察
の
設
置
は
、
日
露
戦
争
中
の
一
九

O
四
年
九
月
一

O
日
、
営
口
領
事
館
に
警
察
官
二
人
が
着
任
し
た
の

が
最
初
で
あ
る
(
梶
山
川
正
勝
「
外
務
省
警
察
略
史
』
)
。

O
六
年
以
降
、
奉
天
・
安
東
・
長
春
@
ハ
ル
ピ
ン
・
吉
林
な
ど
の
主
要
都
市
に
相
つ
い
で

領
事
館
警
察
署
が
設
寵
さ
れ
た
(
一
六
年
ま
で
に
一
八
署
)
。
一
方
、
関
東
庁
警
察
の
沿
革
は
、
や
は
り
日
露
戦
争
中
の
占
領
地
に
設
還
し
た
軍

政
審
に
端
を
発
し
、

O
六
年
九
月
の
関
東
都
督
府
設
置
と
と
も
に
(
軍
政
の
廃
止
)
、
民
政
部
の
な
か
に
警
務
課
が
お
か
れ
、
大
連
・
旅
順
な
ど

に
民
政
署
が
お
か
れ
た
。
満
鉄
付
属
地
に
も
都
督
府
の
警
察
権
が
お
よ
ぶ
こ
と
に
な
っ
た
た
め
、
外
務
省
警
察
と
の
競
合
が
生
じ
る
こ
と
に
な
っ

た
。
こ
の
た
め
、
一
九

O
八
年
一
月
、
都
督
府
警
察
官
と
外
務
省
警
察
官
が
相
互
に
兼
務
し
あ
う
こ
と
と
し
、
実
質
的
に
満
鉄
付
属
地
は
都
督
府

警
察
が
、
そ
れ
以
外
は
外
務
省
警
察
が
管
轄
す
る
と
い
う
区
分
け
が
で
き
あ
が
っ
た
。
し
か
し
、
両
者
の
警
察
行
政
の
間
に
は
札
離
が
絶
え
な
か

っ
た
(
こ
の
間
の
経
緯
の
詳
細
は
、
副
島
昭
一
「
中
国
に
お
け
る
日
本
の
領
事
館
警
察
」
日
和
歌
山
大
学
教
育
学
部
紀
要
人
文
科
学
』
第
三
九

集
、
一
九
九

O
年
)
参
照
)
。

「
満
洲
一
事
変
」
の
直
前
の
時
点
で
、
外
務
省
警
察
は
間
島
地
方
の
在
中
国
朝
鮮
人
に
対
す
る
保
護
@
取
締
を
中
心
に
、
東
北
部
全
体
で
分
署
を
含

め
一
六
署
、
五
四
七
人
(
現
員
)
を
擁
し
て
い
た
。
関
東
庁
警
察
二
九
一
九
年
以
降
)
は
、
三

O
年
一
二
月
末
の
定
員
で
、
満
鉄
付
属
地
に
一

四
署
、
一
五
八
一
人
と
い
う
規
模
だ
っ
た
(
な
お
、
関
東
州
に
は
警
務
局
〔
六

O
人
プ
警
察
官
練
習
所
〔
二
五
人
〕
と
八
署
・
一
一
二
八
一
人
の

定
員
配
置
、
関
東
庁
警
務
局
一
編
「
警
察
統
計
書
』
)
。
外
務
省
警
察
に
よ
る
治
安
維
持
法
適
用
件
数
な
ど
は
不
明
だ
が
、
関
東
庁
警
務
局
に
よ
る
鉄

道
付
属
地
で
の
治
安
維
持
法
の
適
用
は
、
一
九
二
九
年
に
三
人
(
す
べ
て
日
本
人
)
、
三

O
年
に
二
七
人
(
中
国
人
二
四
人
、
日
本
人
三
人
)
、
三

一
年
に
一
四
人
(
す
べ
て
日
本
人
)
と
な
っ
て
い
る
(
前
掲
「
警
察
統
計
量
一
旦
)
。
こ
れ
ら
の
司
法
的
処
理
は
、
関
東
州
の
地
方
法
院
・
高
等
法
院

749 
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で
な
さ
れ
た
。

7ラ0

外
務
省
警
察
も
関
東
庁
警
察
も
特
高
警
察
的
機
能
を
有
し
て
い
た
。
外
務
省
警
察
は
、
間
島
地
方
の
朝
鮮
民
族
独
立
運
動
の
情
報
収
集
と
抑
圧

取
結
を
大
き
な
役
割
と
し
た
。
関
東
庁
警
察
で
は
、
一
九
二
八
年
六
月
に
高
等
警
察
課
が
復
活
し
(
二
三
年
に
新
設
さ
れ
た
が
、
行
政
整
理
に
よ

り
二
四
年
に
廃
止
)
、
管
内
の
警
察
署
に
も
高
等
係
が
お
か
れ
た
(
全
警
察
署
合
計
で
一
八
八
人
〔
構
鉄
付
属
地
で
は
一
一
二
人
)
、
警
務
局
高
等

課
の
定
員
は
二

O
入
、
一
九
二
九
年
八
月
現
在
)
。
一
九
二

0
年
代
末
の
高
等
警
察
を
め
ぐ
る
状
況
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
て
い
た
(
関

東
庁
警
務
局
「
事
務
引
継
書
」
、
国
会
図
書
館
東
洋
文
庫
所
蔵
)
。

夫
ノ
朝
興
暮
滅
ノ
支
那
政
客
、
軍
官
井
氏
ニ
之
等
ヲ
回
繰
ス
ル
内
外
要
注
意
人
物
及
名
ヲ
通
商
貿
易
ニ
籍
リ
我
国
情
ヲ
探
査
シ
、
或
ハ
其
ノ
主

義
政
策
ヲ
行
ハ
ン
ト
ス
ル
労
農
官
民
ノ
来
往
送
迎
ニ
退
ア
ラ
ス
、
支
那
官
民
中
微
細
ノ
事
端
ヲ
捉
へ
テ
之
ヲ
排
日
運
動
ノ
具
ニ
供
セ
ン
ト
ス

ル
者
及
諸
般
利
権
回
収
策
動
一
一
狂
奔
ス
ル
モ
ノ
少
シ
ト
セ
ス
又
祖
国
光
復
ヲ
標
務
シ
テ
不
軌
ヲ
図
ラ
ン
ト
ス
ル
所
謂
不
逗
鮮
人
ノ
出
没
亦

軽
視
ス
ル
ヲ
得
ス
一
方
ニ
於
一
ア
ハ
共
産
主
義
ヲ
夢
想
ス
ル
支
那
人
ノ
践
属
漸
ク
蕃
カ
ラ
ン
ト
ス
ル
傾
向
ア
リ
之
等
ノ
徒
カ
労
働
者
ヲ
使
畷

シ
テ
健
実
ナ
ル
産
業
ノ
発
展
ヲ
阻
害
シ
秩
序
ヲ
素
乱
セ
ン
ト
ス
ル
モ
ノ
相
盤
テ
出
テ
ン
ト
ス
ル
ノ
傾
向
ア
リ

関
東
庁
警
務
局
吋
関
東
州
内
外
ニ
於
ケ
ル
共
産
党
活
動
概
況
』
(
一
九
三
二
年
、
即
l

三
|
7
)
で
は
、
「
関
東
州
内
外
ニ
於
ケ
ル
共
産
党
運
動

ハ
満
洲
共
産
党
運
動
ノ
一
部
分
ナ
ル
ト
共
ニ
目
、
鮮
、
支
、
露
各
国
共
産
党
運
動
ノ
各
一
部
分
ヲ
為
シ
」
と
あ
る
。
同
資
料
に
よ
れ
ば
、
一
九
二

七
年
以
来
、
関
東
庁
警
務
局
と
関
東
憲
兵
隊
に
よ
る
中
国
共
産
党
に
対
す
る
治
安
維
持
法
違
反
事
件
は
七
件
(
そ
の
う
ち
四
件
が
鉄
道
付
属
地
)

あ
り
、
一
五
八
人
が
検
挙
さ
れ
、
そ
の
一
部
の
身
柄
は
中
国
側
に
引
き
渡
さ
れ
て
い
る
(
「
在
満
日
本
人
ノ
共
産
主
義
運
動
」
に
つ
い
て
は
、
二

八
年
の
ケ
ル
ン
協
議
会
事
件
〔
一
八
人
検
挙
)
と
…
一
二
年
の
日
本
共
産
党
満
洲
地
方
事
務
局
事
件
(
一
二
七
人
検
挙
)
)
。
そ
の
後
の
治
安
維
持
法
に

よ
る
検
挙
者
数
は
、
一
一
一
二
年
が
三
人
(
満
鉄
付
属
地
の
み
)
、
三
三
年
が
五
八
人
(
関
東
州
三
九
人
、
付
属
地
一
九
人
)
、
三
四
年
が
二
一
人
(
関

東
州
七
人
、
付
属
地
五
人
)
、
三
五
年
は
検
挙
な
し
、
二
一
六
年
が
九
人
(
関
東
州
一
入
、
付
属
地
八
人
)
、
三
七
年
は
検
挙
な
し
、
三
八
年
は
二

人
、
一
二
九
年
か
ら
四
一
年
ま
で
検
挙
な
し
、
以
下
不
明
と
な
っ
て
い
る
(
各
年
吋
関
東
庁
統
計
書
』
)
。

一
方
、
外
務
省
警
察
も
治
安
維
持
法
を
発
動
す
る
。
た
と
え
ば
、
三
四
年
に
は
中
国
共
産
党
に
弾
圧
を
加
え
、
四
四
人
を
検
挙
し
て
い
る
(
外

務
省
東
亜
局
第
二
課
「
支
那
及
満
洲
ニ
於
ケ
ル
最
近
ノ
共
産
運
動
資
料
』
一
一
一
割
年
二
月
調
、

m
l二
1
1
)。
こ
れ
に
つ
い
て
、
「
本
検
挙
ハ
在
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満
大
使
館
警
務
部
ノ
指
示
ニ
依
ル
各
領
事
館
警
察
ノ
活
動
並
ニ
必
要
ニ
応
、
ン
憲
兵
及
満
洲
国
官
憲
ノ
参
加
協
力
ヲ
モ
得
テ
遂
行
シ
タ
ル
モ
ノ
ニ
シ

テ
ソ
ノ
成
果
ト
シ
テ
ハ
満
洲
省
委
及
ソ
ノ
傍
系
機
構
ノ
体
系
殊
ニ
吉
東
局
ノ
如
キ
従
来
判
明
シ
居
ラ
サ
リ
シ
内
幕
ヲ
暴
露
シ
満
洲
ニ
於
ケ
ル
共
産

党
機
構
ニ
致
命
的
打
撃
ヲ
予
へ
旦
将
来
之
カ
弾
圧
取
締
ニ
資
ス
ル
処
大
ナ
ル
モ
ノ
ア
リ
タ
リ
」
(
同
前
)
と
岳
賛
し
て
い
る
。

し
か
し
、
外
務
省
警
察
や
関
東
庁
警
察
に
よ
る
治
安
維
持
法
の
適
用
の
事
例
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
は
な
い
。
そ
れ
は
、
と
く
に
「
満
洲
事
変
」
以

降
、
そ
の
警
察
活
動
の
大
半
が
、
広
範
な
「
反
満
抗
日
運
動
」
日
「
匪
賊
」
の
討
伐
に
割
か
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
「
中
国
官
憲
ノ
無
力
ニ
乗
シ
跳

梁
至
ラ
サ
ル
ナ
キ
重
賊
ハ
時
々
我
管
内
ニ
侵
襲
シ
惨
虐
ナ
ル
殺
傷
略
奪
ヲ
行
フ
モ
ノ
少
ナ
シ
ト
セ
ス
冊
、
ン
テ
忠
実
勇
敢
ナ
ル
我
警
察
官
ハ
此
等
匪

賊
ト
交
戦
ス
ル
コ
ト
屡
々
ニ
シ
テ
」
(
関
東
州
警
務
局
「
満
洲
霞
賊
ノ
践
庖
ト
我
警
察
官
ノ
対
策
」
一
九
三
一
年
、
国
会
図
書
館
東
洋
文
庫
所
蔵
)

と
い
う
状
況
に
直
面
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

一
九
一
一
二
年
九
月
一
八
日
の
「
満
洲
事
変
」
に
は
、
ま
ず
在
官
日
本
人
の
保
護
を
目
的
と
し
て
奉
天
や
撫
順
な
ど
に
、
外
務
省
警
察
・
関
東
庁

警
察
の
各
署
か
ら
志
援
警
察
官
が
派
遣
さ
れ
た
。
関
東
軍
の
軍
事
的
攻
勢
が
逆
に
も
た
ら
し
た
、
そ
の
後
の
東
北
地
方
全
域
の
「
各
匪
賊
頭
自
ハ

事
変
ノ
混
乱
ヲ
機
ト
シ
縄
張
ノ
拡
張
ヲ
計
り
部
民
ヲ
煽
動
シ
部
下
ノ
糾
合
ヲ
計
リ
テ
増
大
シ
」
「
部
民
又
ハ
純
匪
賊
ハ
学
良
ノ
後
方
撹
乱
ノ
策
ニ

乗
リ
政
治
的
匪
賊
続
出
シ
タ
ル
ト
ニ
依
リ
一
岡
崎
一
註
賊
ノ
数
ヲ
増
シ
」
(
関
東
庁
警
務
局
「
説
明
書
資
料
」
一
九
一
一
一
二
年
、
学
習
院
大
学
法
経
図
書

室
所
蔵
「
山
岡
高
之
助
関
係
文
書
」
所
収
)
と
い
う
事
態
に
、
関
東
軍
・
関
東
憲
兵
隊
と
と
も
に
、
外
務
省
警
察
・
関
東
庁
警
察
は
対
応
を
追
ら

れ
る
。
大
幅
に
警
察
官
を
増
員
し
、
警
察
署
・
分
署
を
開
設
し
、
章
一
争
力
を
補
完
す
る
も
の
と
し
て
、
警
察
力
に
よ
る
治
安
の
維
持
に
全
力
が
注

が
れ
る
の
で
あ
る
。
外
務
省
警
察
に
お
い
て
は
、
「
満
洲
事
変
」
前
、
東
北
全
体
で
五
一
五
人
で
あ
っ
た
も
の
が
、
三
二
年
に
は
一
三
六
三
人
に

急
増
す
る
。
「
南
満
地
方
」
の
増
員
の
理
由
に
つ
い
て
は
、
「
事
変
ノ
勃
発
ニ
伴
ヒ
地
方
ノ
治
安
俄
然
素
乱
状
態
ニ
陥
リ
、
其
ノ
慌
乱
ハ
奥
地
方
一

帯
ニ
於
テ
殊
ニ
甚
シ
キ
モ
ノ
ア
リ
。
兵
匪
ニ
対
ス
ル
警
備
ハ
勿
論
、
多
数
避
難
民
ノ
収
容
保
護
、
復
帰
掩
護
等
、
各
警
察
機
関
ノ
任
務
著
シ
ク
増

大
シ
、
在
来
ノ
警
察
力
ニ
甚
大
ノ
不
足
ヲ
訴
フ
ル
ニ
至
リ
タ
ル
」
(
外
務
省
百
年
史
編
纂
委
員
会
漏
「
外
務
省
の
百
年
』
)
と
さ
れ
る
。
関
東
庁
警

察
の
定
員
も
、
三
一
年
末
で
は
三
二
六
一
人
で
あ
っ
た
も
の
が
、
二
一
二
年
末
に
は
五
四
一
九
人
(
鉄
道
付
属
地
は
三
二
八
一
人
)
に
増
加
し
て
い

る
(
前
掲
各
年
「
警
察
統
計
書
』
)
。

「
匪
賊
」
の
討
伐
と
は
、
通
常
の
警
察
活
動
を
越
え
た
機
関
銃
や
軽
迫
撃
砲
な
ど
で
武
装
し
た
索
敵
@
戦
闘
行
動
で
あ
っ
た
。
後
述
す
る
外
務
省
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警
察
官
の
「
満
洲
国
」
移
譲
に
際
し
て
編
纂
さ
れ
た
写
真
帳
の
緒
言
に
、
外
務
省
の
人
事
課
長
松
本
俊
一
が
記
す
よ
う
な
「
過
去
三
十
余
年
間
在

留
邦
人
保
護
ノ
為
、
共
匪
馬
賊
ノ
検
挙
討
滅
ハ
勿
論
、
殆
ン
ト
軍
人
ト
同
様
幾
多
ノ
事
変
一
一
敢
然
銃
砲
ヲ
執
リ
テ
立
チ
、
国
策
ノ
第
一
線
ニ
輝
カ

シ
キ
功
績
ヲ
重
ネ
テ
来
タ
我
在
構
外
務
省
警
察
官
ハ
:
:
:
」
(
外
務
省
「
警
華
帖
』
)
と
い
う
状
況
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
吋
外
務
省
警
察
略
史
』
に

は
、
「
満
州
に
在
勤
し
た
警
察
官
は
っ
満
州
で
は
討
伐
、
討
伐
に
明
け
暮
れ
た
」
と
等
し
く
述
懐
す
る
」
と
あ
る
。
津
地
久
枝
編
つ
満
州
日
報
』

紙
の
抗
日
運
動
記
事
集
』

(
I
j
w
、
ア
ジ
ア
経
済
研
究
所
刊
)
に
は
、
こ
の
種
の
交
戦
記
事
が
満
載
さ
れ
て
い
る
。

一
九
一
一
一
三
年
に
な
る
と
、
二
つ
の
展
開
が
あ
る
。
一
つ
は
、
「
満
洲
国
ニ
於
ケ
ル
警
察
機
関
整
備
セ
ラ
ル
迄
在
満
帝
国
警
察
官
ヲ
運
用
シ
其
ノ

全
能
力
ヲ
発
揮
シ
在
向
田
氏
ノ
保
護
取
締
ニ
当
ラ
シ
ム
ル
」
(
武
藤
信
義
在
満
大
使
発
各
公
館
長
宛
通
達
、
一
二
三
年
七
月
一
四
日
、
門
外
務
省
警
察

史
』
所
収
)
と
し
て
、
兼
任
外
務
省
警
察
{
目
だ
っ
た
関
東
庁
警
察
官
を
、
関
東
州
内
お
よ
び
鉄
道
付
属
地
の
管
轄
以
外
の
「
南
満
洲
」
お
よ
び
熱

河
省
地
域
ま
で
配
置
す
る
こ
と
で
あ
る
。
赤
峰
・
鄭
家
屯
・
営
口
・
錦
州
な
ど
、
分
署
を
含
め
て
四
二
個
所
に
六
六
一
人
が
配
置
さ
れ
た
。
こ
れ

に
と
も
な
い
、
外
務
省
警
察
は
間
島
・
「
北
満
洲
」
地
域
に
重
点
的
に
配
置
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
も
う
一
つ
は
、
創
設
さ
れ
た
ば
か
り
の

「
満
洲
国
警
察
」
の
整
備
の
た
め
の
移
譲
・
転
入
が
本
格
化
し
た
こ
と
で
あ
る
。
三
一
一
一
年
に
は
、
外
務
省
警
察
・
関
東
庁
警
察
・
関
東
憲
兵
隊
か

ら三一一一

O
余
人
が
転
入
し
、
「
日
系
指
導
官
」
と
し
て
「
満
洲
国
警
察
」
の
中
核
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
。

つ
ぎ
に
関
東
憲
兵
隊
の
存
在
で
あ
る
。
そ
の
長
(
三
二
年
八
月
以
蜂
は
、
関
東
憲
兵
隊
可
令
官
)
が
、
外
務
省
警
察
の
現
地
の
責
任
者
で
あ
る

在
満
日
本
大
使
館
警
務
部
長
と
関
東
局
警
察
部
長
会
一
四
年
二
一
月
以
降
の
機
構
改
革
に
よ
る
)
を
兼
務
す
る
よ
う
に
、
「
軍
警
一
体
」
と
い
い

つ
つ
、
こ
の
関
東
憲
兵
隊
が
「
満
洲
盟
」
治
安
維
持
の
事
実
上
の
指
樺
指
導
権
を
握
っ
た
。
な
お
、
こ
の
憲
兵
司
令
官
を
指
揮
す
る
(
三
二
年
八

月
以
降
)
関
東
軍
司
令
官
は
、
在
満
日
本
特
命
全
権
大
使
@
関
東
長
官
を
も
兼
ね
、
こ
の
面
か
ら
も
外
務
省
警
察
と
関
東
庁
警
察
は
「
関
東
軍
の

戦
力
の
一
端
に
組
み
込
ま
れ
て
い
た
」
(
『
外
務
省
警
察
略
史
』
)
こ
と
に
な
る
。

関
東
憲
兵
隊
は
一
九

O
五
年
二
一
月
、
旅
順
に
開
設
さ
れ
、
一
八
年
か
ら
の
「
シ
ベ
リ
ア
出
兵
」
時
に
は
「
初
め
て
共
産
主
義
と
の
思
想
防
諜

戦
の
矢
面
に
立
た
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
」
(
全
国
憲
友
会
連
合
会
吋
日
本
憲
兵
外
史
」
)
。
「
満
洲
事
変
」
以
前
の
総
兵
力
は
一
八
一
人
で
あ
っ
た

が
、
一
二
二
年
六
月
に
は
五

O
九
入
、
三
一
一
一
年
に
は
六
九

O
人
に
達
し
た
。
二
一
三
年
末
に
は
、
奉
天
・
長
春
@
ハ
ル
ピ
ン
@
チ
チ
ハ
ル
・
承
緯
・
延

古
に
憲
兵
隊
が
配
さ
れ
、
そ
の
も
と
に
憲
兵
分
隊
@
分
遣
隊
が
お
か
れ
た
。
一
一
一
一
一
一
年
に
は
橋
本
虎
之
助
が
、
つ
い
で
三
五
年
に
は
東
条
英
機
が
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憲
兵
隊
苛
令
官
に
就
任
す
る
。
『
日
本
憲
兵
外
史
』
に
は
、
関
東
憲
兵
隊
の
実
務
と
し
て
、
箪
事
高
等
警
察
・
外
事
警
察
@
防
諜
警
察
な
ど
と
と

も
に
「
対
満
戦
時
特
別
対
策
」
を
あ
げ
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
記
載
し
て
い
る
。

ー
建
国
理
念
へ
の
浸
透
と
そ
の
推
進
、
協
和
会
運
動
の
側
面
的
援
助
、
反
満
抗
日
分
子
の
摘
発
と
特
異
分
子
の
選
別
対
策

2

複
合
民
族
相
互
閣
の
反
皆
、
離
間
対
策
と
そ
の
相
互
利
用
。
利
害
関
係
と
民
族
問
有
の
習
俗
調
査

3

各
種
議
助
金
政
策
、
軍
納
糧
稼
お
よ
び
野
菜
の
供
出
督
励
と
褒
賞
処
置
。
主
と
し
て
満
州
国
政
府
備
に
お
い
て
実
施
す
る
も
の
を
側
面

的
に
援
助
す
る

0

4

反
満
抗
日
的
供
出
忌
避
者
の
動
向
調
査

5

国
兵
法
お
よ
び
国
民
勤
労
奉
公
隊
員
の
動
向
、
労
務
者
供
出
に
よ
る
各
種
反
響
調
査

6

国
民
党
、
中
共
の
対
満
侵
入
対
策

こ
れ
ら
が
ど
の
よ
う
に
具
体
的
に
実
施
さ
れ
た
か
に
つ
い
て
は
、
当
事
者
た
ち
の
「
日
本
憲
兵
正
史
』
吋
日
本
憲
兵
外
史
」
な
ど
で
各
地
の
憲

兵
隊
の
活
動
と
し
て
叙
述
さ
れ
る
ほ
か
、
朝
日
新
聞
山
形
支
局
諮
問
き
書
き
あ
る
憲
兵
の
記
録
』
に
活
写
さ
れ
て
い
る
。
「
占
め
る
憲
兵
」
土
屋

芳
雄
の
、
憲
兵
に
志
願
し
、
一
九
三
四
年
四
月
以
来
、
一
二
年
間
の
憲
兵
生
活
で
自
ら
関
わ
っ
た
「
斉
共
事
件
幻
の
チ
チ
ハ
ル
人
民
戦
線
」
「
張

恵
民
事
件
l

l
通
ソ
・
ス
パ
イ
の
摘
発
」
「
目
白
工
作
i
l
l中
関
共
産
党
抗
日
組
織
を
つ
ぶ
す
」
「
貞
星
工
作
l

l
中
国
国
民
党
抗
日
組
織
を
つ
ぶ

す
」
な
ど
の
状
況
が
生
々
し
く
語
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
「
反
満
抗
日
運
動
」
に
対
し
て
は
、
「
治
外
法
権
」
撤
廃
以
降
は
、
「
満
洲
国
」
の
暫
行
懲

治
叛
徒
法
・
暫
行
懲
治
盗
匪
法
な
ど
が
適
用
さ
れ
、
そ
の
規
模
は
一
九
四

O
年
の
「
貞
星
工
作
」
な
ど
で
は
五
五

O
人
の
検
挙
と
い
う
大
が
か
り

な
も
の
と
な
っ
た
。

一
九
三
七
年
一
二
月
一
日
、
「
治
外
法
権
」
の
撤
廃
と
満
鉄
付
属
地
行
政
権
の
移
譲
が
実
施
さ
れ
た
。
こ
れ
に
伴
い
、
「
在
満
」
の
す
べ
て
の
外

務
省
警
察
官
一
一
一
一
二
人
と
関
東
局
警
察
官
三
六

O
O余
人
が
、
庁
舎
・
装
備
な
ど
と
と
も
に
「
満
洲
国
警
察
」
に
移
譲
さ
れ
た
(
副
島
昭
一

「
「
満
洲
国
」
統
治
と
治
外
法
権
撤
廃
」
(
山
本
有
造
編
「
「
満
洲
国
」
の
研
究
』
所
収
)
に
よ
れ
ば
、
両
者
の
合
計
は
四
八
一
二
人
(
定
員
〕
)
。
な

お
、
外
務
省
警
察
は
中
国
関
内
の
五
九
七
人
に
縮
小
さ
れ
た
が
、
日
中
全
面
戦
争
の
事
態
に
急
速
に
拡
大
さ
れ
、
抗
日
運
動
の
抑
圧
取
締
に
主
力

を
注
い
で
い
く
(
拙
論
「
外
務
省
警
察
論
」
「
歴
史
学
研
究
』
第
六
六
五
号
、
一
九
九
四
年
一
一
月
)
。
関
東
局
警
察
は
関
東
川
管
内
に
縮
小
さ
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れ
、
人
員
も
一
四

O
O余
人
と
な
っ
た
。
一
方
、
関
東
憲
兵
隊
は
そ
の
ま
ま
存
続
す
る
。

(
大
谷
敬
二
郎
『
昭
和
憲
兵
史
』
)
。

日
中
全
面
戦
争
以
前
の
兵
力
は
約
一
四

O
O
人
に
ま
で

アラ4

増
強
さ
れ
て
い
た

「
満
洲
国
」

の
治
安
体
制

一
九
三
二
年
三
月
一
日
の
「
満
洲
悶
」
建
国
直
後
、
日
本
政
府
が
閣
議
決
定
し
た
「
満
蒙
問
題
処
理
方
針
要
綱
」
(
三
月
一
二
日
)

は
、
「
現
下
ニ
於
ケ
ル
満
蒙
ノ
治
安
維
持
ハ
主
ト
シ
テ
帝
国
之
一
一
任
ス
将
来
一
一
於
ケ
ル
満
蒙
ノ
治
安
維
持
及
満
鉄
以
外
ノ
鉄
道
保
護
ハ
主
ト
シ

テ
新
国
家
ノ
警
察
乃
至
警
察
的
軍
隊
ヲ
シ
テ
之
ニ
当
ラ
シ
ム
右
目
的
ノ
為
之
等
新
国
家
側
治
安
維
持
機
関
ノ
建
設
別
刷
新
ヲ
図
ラ
シ
メ
特
ニ
邦
人
ヲ

之
カ
指
導
的
骨
幹
タ
ラ
シ
ム
」
(
外
務
省
編
「
日
本
外
交
年
表
並
主
要
文
書
』
所
収
)
と
規
定
さ
れ
て
い
た
。
前
述
の
外
務
省
警
察
な
ど
の
純
然

た
る
日
本
側
の
治
安
機
構
は
「
現
下
ニ
於
ケ
ル
満
蒙
ノ
治
安
維
持
」
の
具
体
的
展
開
で
あ
っ
た
し
、
「
将
来
ニ
於
ケ
ル
満
蒙
ノ
治
安
維
持
及
満
鉄

以
外
ノ
鉄
道
保
護
」
と
は
五
年
後
に
予
定
さ
れ
た
治
外
法
権
の
撤
廃
後
の
状
況
を
見
通
し
て
い
た
。
後
者
に
つ
い
て
こ
れ
か
ら
み
て
い
く
が
、
こ

の
閣
議
決
定
自
体
が
「
満
洲
国
警
察
」
の
本
貨
を
言
い
当
て
て
い
る
。

「
満
洲
国
警
察
」
に
つ
い
て
は
、
一
九
四
二
年
に
当
事
者
の
治
安
部
警
務
司
の
編
纂
し
た
大
部
な
「
満
洲
国
警
察
史
」
上
巻
と
加
藤
豊
隆
司
満
洲

国
警
察
小
史
』
(
全
三
巻
)
が
基
本
的
文
献
と
し
て
あ
る
。
そ
れ
ら
に
依
拠
し
つ
つ
、
機
構
な
ど
を
概
観
す
る
。

「
満
洲
国
」
建
国
と
と
も
に
民
政
部
に
警
務
司
が
お
か
れ
、
奉
天
・
吉
林
・
黒
龍
江
三
省
に
は
警
務
庁
が
設
け
ら
れ
た
。
六
月
に
は
新
京
に
警
務

苛
寵
轄
の
首
都
警
察
庁
が
設
置
さ
れ
た
。
「
斯
く
て
警
察
は
一
応
其
の
機
構
の
基
礎
的
整
備
を
終
る
や
、
殆
ど
総
力
を
挙
げ
て
国
内
治
安
の
維
持

に
遁
進
し
た
。
即
ち
従
前
よ
り
各
県
に
在
っ
た
公
安
隊
又
は
保
安
隊
等
は
総
て
之
を
警
察
隊
に
改
め
、
治
安
粛
正
に
当
ら
し
む
る
と
同
時
に
、
大

同
一
五
年
十
月
以
降
警
察
業
務
に
経
験
の
あ
る
日
系
職
員
を
採
用
し
、
之
に
建
国
精
神
及
び
満
洲
国
一
般
事
項
其
の
他
必
要
な
る
教
育
を
施
し
た
上
、

警
務
指
導
官
と
し
て
各
県
に
配
属
し
、
県
警
務
局
長
を
補
佐
せ
し
め
、
警
察
隊
の
翠
化
を
図
る
と
同
時
に
一
般
警
察
務
の
指
導
、
満
系
警
察
官
吏

の
教
養
訓
練
に
当
ら
し
め
た
」
(
吋
満
洲
悶
警
察
史
』
)
。
警
務
可
長
に
は
初
代
の
甘
粕
正
彦
に
つ
づ
き
、
同
じ
く
憲
兵
出
身
の
長
尾
吉
五
郎
が
就
任

し
た
こ
と
は
、
関
東
軍
・
関
東
憲
兵
隊
に
領
導
さ
れ
る
「
満
洲
国
警
察
」
を
象
徴
す
る
。
一
九
三
七
年
七
月
、
「
軍
警
統
一
に
依
る
治
安
工
作
の

の
府
弟
三
で
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徹
底
を
期
す
る
施
策
」
(
吋
満
洲
国
警
察
史
』
)
と
し
て
、
警
務
司
は
新
設
の
治
安
部
の
隷
下
に
入
っ
た
。
ま
た
、
興
安
各
省
の
警
察
行
政
も
治
安
部

に
移
管
さ
れ
、
さ
ら
に
一
二
月
の
「
治
外
法
権
」
撤
廃
に
よ
り
日
本
側
の
警
察
権
の
接
収
と
鉄
道
警
備
隊
の
治
安
部
統
合
が
な
り
、
こ
こ
に
「
満

洲
国
」
の
警
察
は
一
一
沼
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
実
質
的
な
治
安
部
ト
ッ
プ
の
次
長
に
は
、
京
都
府
警
察
部
長
や
警
視
庁
警
務
部
長
な
ど
を
歴

任
し
た
内
務
官
僚
の
薄
田
美
執
を
招
帯
し
た
。
一
九
三
六
年
末
の
六
万
九

O
間
六
人
(
現
員
)
は
、
日
本
側
警
察
官
の
移
譲
を
受
け
て
、
三
七
年

末
に
は
八
万
九
四
四
六
人
に
上
っ
た
(
そ
の
う
ち
日
系
は
七
六
八
二
人
、
治
安
部
警
務
可
「
満
洲
国
警
察
概
要
』
康
徳
五
年
〔
一
九
三
八
年
〕
)
。

「
満
洲
国
警
察
」
の
最
大
の
使
命
は
、
「
治
安
の
根
本
的
粛
正
」
(
吋
満
洲
国
警
察
史
』
)
に
あ
り
、
「
匪
賊
」
つ
註
団
」
の
「
討
伐
に
、
帰
順
工
作

に
、
或
は
思
想
工
作
に
、
治
本
工
作
に
」
人
員
も
予
算
も
最
大
限
に
振
り
分
け
ら
れ
た
。
「
日
本
憲
兵
外
史
』
は
、
「
特
に
匪
賊
討
伐
や
共
産
一
段
掃

討
作
戦
に
つ
い
て
は
、
関
東
憲
兵
隊
よ
り
も
遥
か
に
出
動
関
数
も
検
挙
数
も
多
く
、
し
た
が
っ
て
警
察
官
の
犠
牲
は
憲
兵
隊
よ
り
庄
倒
的
に
多
数

で
あ
る
。
し
か
も
:
:
:
関
東
軍
お
よ
び
関
東
憲
兵
隊
と
と
も
に
協
同
作
戦
に
任
じ
た
満
州
国
警
察
は
、
匪
賊
討
伐
に
つ
い
て
は
憲
兵
隊
よ
り
も
実

力
大
な
り
と
い
え
る
か
も
知
れ
な
い
」
と
記
す
ほ
ど
で
あ
る
。
警
察
官
の
出
動
回
数
・
延
べ
出
動
人
員
を
み
る
と
、
三
五
年
は
約
二
万
四

0
0
0

回
・
八
二
万
人
、
一
一
一
六
年
は
約
一
万
八

0
0
0
回
・
五
七
万
人
で
(
国
務
院
総
務
庁
情
報
処
『
警
察
権
の
撤
廃
移
譲
に
関
す
る
準
備
状
況
』
三
七

年
六
月
、
東
洋
文
庫
所
蔵
)
、
三
七
年
で
も
約
一
万
一

0
0
0
回
、
人
員
は
約
二
三
万
五

0
0
0
人
に
達
す
る
(
前
掲
吋
満
洲
国
警
察
概
観
』
)
。

三
二
年
か
ら
四

O
年
ま
で
に
「
討
伐
」
し
た
「
一
世
賊
」
の
死
者
数
は
六
万
五
九
四
三
人
に
お
よ
ん
だ
(
「
満
洲
国
警
察
史
」
)
。
「
満
洲
事
変
」
後
に

は
三

O
万
人
と
い
わ
れ
た
「
駐
賊
」
は
、
こ
う
し
た
「
治
安
の
根
本
的
粛
正
」
が
効
を
奏
し
、
四

O
年
の
第
一
路
軍
総
司
令
楊
靖
宇
の
死
の
こ
ろ

に
は
ほ
ぼ
鎮
注
さ
れ
、
「
治
安
状
態
は
飛
躍
的
に
良
好
と
な
っ
た
」
(
同
前
)
と
観
測
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
の
で
あ
る
。

「
満
洲
国
警
察
」
の
特
高
機
能
は
、
当
初
、
警
務
可
の
な
か
に
お
か
れ
た
特
務
科
@
外
事
科
と
偵
絹
室
が
担
っ
た
。
偵
絹
室
(
の
ち
偵
絹
科
)
は

関
東
憲
兵
隊
と
密
接
な
関
係
を
も
っ
秘
密
警
察
で
、
非
合
法
的
な
諜
報
謀
略
も
お
こ
な
っ
た
と
い
う
。
た
だ
し
、
「
建
国
後
数
年
間
は
所
謂
治
安

第
一
主
義
の
時
代
で
あ
っ
て
、
警
察
の
重
点
が
専
ら
制
約
鹿
工
作
に
指
向
せ
ら
れ
た
た
め
、
特
務
警
察
の
活
動
分
野
も
自
ら
こ
の
点
に
極
娘
せ
ら
れ

た
観
」
(
「
満
洲
国
警
察
史
』
)
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
こ
の
方
面
の
活
動
で
は
日
本
側
の
警
察
機
関
が
中
心
と
な
っ
た
。
「
治
外
法
権
」
撤
廃
と
と
も

に
、
特
高
警
察
日
「
特
務
警
察
」
の
拡
充
整
備
が
進
み
、
「
紘
一
首
長
却
の
重
点
も
亦
、
民
心
の
動
向
査
察
と
其
の
安
定
把
握
並
に
不
退
分
子
の
策
出
に

指
向
せ
ら
れ
」
(
同
前
)
る
よ
う
に
な
っ
た
。
三
七
年
二
月
の
警
務
長
会
議
で
警
務
司
長
大
島
陸
太
郎
は
、
「
特
務
警
察
拡
充
強
化
ニ
就
イ
テ
ヘ

アララ
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つ
ぎ
の
よ
う
な
訓
示
を
お
こ
な
っ
て
い
る
(
間
前
)
。

関
家
運
営
上
特
務
警
察
ノ
重
要
ナ
ル
ハ
敢
テ
費
一
一
一
一
口
ヲ
要
セ
ザ
ル
処
ニ
シ
テ
、
建
国
日
尚
浅
キ
我
ガ
満
洲
帝
国
ニ
於
テ
然
リ
ト
ス
。
故
ニ
客
年

之
ガ
要
員
ヲ
各
省
・
庁
ニ
増
員
、
ン
テ
拡
充
ヲ
図
リ
シ
モ
、
未
ダ
充
分
ト
ハ
謂
ヒ
難
キ
現
況
ニ
在
リ
、
特
ニ
近
時
発
生
セ
ル
事
件
ハ
、
何
レ
モ

国
家
保
安
上
重
大
事
件
ニ
シ
テ
、
国
内
治
安
未
ダ
全
カ
ラ
ザ
ル
今
日
、
彼
等
不
退
分
子
ハ
此
ノ
隙
ニ
乗
ジ
、
陰
謀
画
策
ヲ
廻
ラ
シ
、
我
ガ
春

闘
ノ
覆
滅
ヲ
企
盟
シ
、
或
ハ
「
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
」
ノ
指
験
ヲ
受
ケ
、
赤
化
工
作
ヲ
為
サ
ン
ト
シ
ツ
ツ
ア
リ
。
一
面
各
種
諜
者
ハ
国
内
各
地
ニ

潜
入
シ
テ
、
国
情
並
ニ
軍
備
ノ
状
況
ヲ
探
査
シ
ツ
ツ
在
リ
テ
、
一
時
ノ
倫
安
ヲ
許
サ
ザ
ル
ノ
清
勢
ニ
在
リ
、
各
省
・
庁
ニ
於
テ
ハ
宜
シ
ク
特

務
警
察
網
ノ
拡
充
強
化
ヲ
図
リ
、
関
係
各
機
関
ト
緊
密
ナ
ル
連
絡
協
調
ヲ
保
持
ス
ル
ト
共
ニ
、
所
有
創
意
ト
工
夫
ヲ
凝
シ
、
以
テ
特
務
警
察

ノ
完
壁
ヲ
期
セ
ン
コ
ト
ヲ
望
ム

治
安
部
警
務
司
一
編
纂
の
「
警
察
教
科
書
草
案
」
の
一
つ
、
『
特
務
警
察
』
(
一
九
三
八
年
一

O
月
、
日
本
文
、

m
l二
i
2
)
を
み
る
と
、
外

事
・
宗
教
・
検
閲
に
ま
で
お
よ
ぶ
特
務
警
察
の
領
域
が
日
本
の
広
義
の
特
高
警
察
の
領
域
と
ほ
ぼ
重
な
る
こ
と
が
わ
か
る
。
た
だ
し
、
「
共
産
、
王

義
運
動
」
で
は
「
党
組
織
運
動
の
外
に
所
謂
共
鹿
と
称
す
る
武
装
部
隊
の
活
動
」
が
あ
り
、
し
た
が
っ
て
「
此
の
二
つ
の
取
締
方
法
が
併
行
し
て

実
施
せ
ら
る
る
こ
と
」
に
日
本
国
内
の
特
高
警
察
と
の
相
違
が
あ
っ
た
。

警
務
司
特
務
科
や
各
省
・
県
な
ど
の
特
務
係
に
つ
い
て
の
規
模
な
ど
は
不
明
で
あ
る
。
な
お
、
一
二
六
年
に
一
時
廃
止
さ
れ
て
い
た
偵
絹
科
の
機

能
が
拡
充
強
化
さ
れ
、
一
二
七
年
二
一
月
末
、
保
安
局
が
創
設
さ
れ
る
。
こ
の
局
長
・
次
長
は
、
治
安
部
次
長
と
警
務
可
長
が
そ
れ
ぞ
れ
兼
任
す
る

よ
う
に
、
治
安
部
警
務
可
の
別
働
部
隊
で
、
関
東
軍
第
四
課
の
「
区
処
」

U
指
掠
命
令
権
に
よ
り
、
諜
報
謀
略
工
作
に
あ
た
っ
た
。
「
分
室
」
と

も
よ
ば
れ
る
こ
の
保
安
局
に
つ
い
て
は
、
加
藤
「
満
洲
国
警
察
小
史
』
第
二
巻
に
詳
し
い
。

さ
て
、
こ
こ
で
よ
う
や
く
「
満
洲
悶
」
の
治
安
法
制
を
述
べ
る
段
に
な
っ
た
。
公
式
の
数
字
で
さ
え
六
万
五

0
0
0
人
以
上
と
な
る
「
匪
賊
」

を
「
討
伐
」
日
殺
毅
す
る
の
は
、
正
に
交
戦
に
よ
っ
て
で
あ
る
が
、
法
治
国
家
た
る
体
裁
を
と
る
「
満
洲
国
」
で
は
そ
う
し
た
「
討
伐
」
行
動
の

根
拠
法
を
「
建
国
」
後
ま
も
な
く
に
制
定
し
て
い
た
。
三
二
年
九
月
一

O
日
に
公
布
地
行
さ
れ
た
暫
行
懲
治
叛
徒
法
と
暫
行
懲
治
資
一
陸
法
で
あ
る

(
m
i
一assegai-
、
2
)
。
な
か
で
も
「
反
満
抗
日
運
動
」
日
「
匪
賊
討
伐
」
に
最
大
の
威
力
を
発
揮
し
た
の
は
、
暫
行
懲
治
資
匪
法
で
あ
る
。
「
強

暴
又
ハ
脅
迫
ノ
手
段
ニ
依
リ
他
人
ノ
財
物
ヲ
強
取
ス
ル
目
的
ヲ
以
テ
来
衆
又
ハ
結
彩
シ
タ
ル
者
ハ
之
ヲ
盗
匪
ト
ス
」
(
第
一
条
、
な
お
「
結
彩
」

アラ6
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と
は
二
人
以
上
と
解
釈
さ
れ
て
い
た
)
と
い
う
規
定
で
、
首
魁
は
死
刑
ま
た
は
無
期
徒
刑
な
ど
の
厳
罰
が
科
せ
ら
れ
る
が
、
後
述
す
る
よ
う
な
司

法
制
度
の
未
整
備
な
状
況
と
索
敵
@
交
戦
と
い
う
場
面
で
は
、
つ
ぎ
の
二
条
に
も
と
づ
く
現
場
で
の
緊
急
措
置
と
し
て
の
即
決
処
分
が
許
容
さ
れ

て
い
た
。

隊
部
隊
ヲ
為
ス
盗
匪
ヲ
剃
討
粛
清
ス
ル
ニ
当
リ
テ
ハ
臨
陣
格
殺
シ
得
ル
ノ
外
該
軍
隊
ノ
司
令
官
其
ノ
裁
量
ニ
依
り
之
ヲ
措

ル
コ
ト
ヲ
得

第
八
条
高
級
警
察
官
ノ
指
揮
ス
ル
警
察
隊
部
隊
ヲ
為
ス
盗
陸
ヲ
剣
討
ス
ル
ニ
当
リ
其
ノ
臨
陣
格
殺
シ
得
ル
ノ
外
現
場
ニ
於
テ
盗
底
ヲ
逮
捕

シ
事
態
急
追
一
一
シ
テ
猶
予
ヲ
許
サ
サ
ル
事
情
ア
ル
ト
キ
ハ
該
高
級
警
察
官
其
ノ
裁
量
ニ
依
リ
之
ヲ
措
置
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

こ
の
第
七
、
八
条
の
「
臨
陣
格
殺
」
「
裁
量
措
置
」
に
該
当
す
る
の
は
、
先
の
一
万
四

0
0
0
人
以
上
に
お
よ
ぶ
検
挙
者
で
は
な
く
、
つ
佐
賊
討

伐
」
に
よ
る
約
六
万
六

0
0
0
人
近
い
被
殺
毅
者
と
推
測
さ
れ
る
。
「
満
洲
国
警
察
小
史
」
(
第
一
巻
)
に
よ
れ
ば
、
「
「
討
伐
」
に
さ
い
し
、
戦
闘

の
の
ち
「
盗
匪
」
を
逮
捕
し
た
り
、
潜
伏
中
の
も
の
を
検
挙
し
た
り
、
投
降
帰
順
者
を
収
容
中
、
こ
れ
ら
が
逃
走
し
、
反
抗
し
た
場
合
は
当
然
射

殺
し
て
差
し
っ
か
え
な
い
。
ま
た
収
容
中
、
他
の
匪
間
が
来
襲
し
事
態
急
迫
の
た
め
、
少
数
の
警
備
員
で
は
現
状
の
維
持
が
困
難
の
場
合
、
臨
機

応
変
の
措
置
を
も
っ
て
こ
れ
ら
を
「
処
分
し
し
て
も
さ
し
っ
か
え
な
い
」
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
拡
大
さ
れ
た
運
用
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
と
い

う
。
一
一
一
三
年
一
月
、
司
法
部
か
ら
奉
天
省
長
に
対
し
て
「
県
公
安
局
長
が
刑
事
訴
訟
法
第
二
二
七
条
に
よ
り
司
法
警
察
官
と
し
て
犯
罪
を
偵
査
す

る
と
き
は
前
項
の
暫
行
懲
治
盗
匪
法
第
八
条
に
定
む
る
と
こ
ろ
の
行
為
を
な
す
を
得
ず
」
(
「
満
洲
国
警
察
小
史
』
第
一
巻
)
と
い
う
指
令
が
発
せ

ら
れ
て
い
る
事
実
は
、
「
討
伐
」
以
外
の
日
常
の
取
締
過
程
で
も
こ
の
「
臨
陣
格
殺
」
の
処
分
が
多
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
容
易
に
想
像
さ
せ
る
。

と
も
か
く
も
「
反
満
抗
日
運
動
」
を
弾
圧
す
る
た
め
の
見
せ
か
け
の
合
法
性
を
与
え
る
た
め
の
暫
行
懲
治
盗
匪
法
で
あ
っ
た
か
ら
、
司
法
処
分
の

厳
罰
ぶ
り
や
「
盗
匪
ニ
関
ス
ル
案
件
ハ
上
訴
ヲ
許
サ
ス
」
(
第
五
条
)
と
い
う
地
方
法
院
一
審
限
り
の
公
判
の
規
定
も
、
実
際
の
「
臨
陣
格
殺
」

な
ど
の
運
用
を
考
え
れ
ば
驚
く
ほ
ど
の
こ
と
は
な
い
。

こ
れ
に
対
し
、
日
本
の
治
安
維
持
法
に
範
を
と
り
、
一
方
で
中
国
(
国
民
政
府
)
で
施
行
し
て
い
た
「
危
害
民
国
緊
急
治
罪
法
」
(
一
九
三
一

年
三
月
二
日
公
和
、
そ
の
第
一
条
は
「
民
間
ヲ
危
害
ス
ル
目
的
ヲ
以
テ
左
記
行
為
ノ
一
ア
ル
者
ハ
死
刑
ニ
処
ス
一
治
安
ヲ
擾
乱
ス
ル
者

外
国
ト
私
通
シ
治
安
擾
乱
ヲ
図
ル
者
叛
徒
ト
結
託
シ
治
安
擾
乱
ヲ
図
ル
者
軍
人
ヲ
煽
惑
シ
紀
律
ヲ
守
ラ
ス
職
務
ヲ
放
棄
シ

第
七
条

ス

四
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或
ハ
叛
徒
ト
結
託
ス
ル
者
」
(
日
本
内
務
省
警
保
局
「
外
事
警
察
報
』
第
一

O
六
号
、
一
一
二
年
五
月
〕
)
の
規
定
を
受
け
継
い
だ
も
の
が
暫
行
懲
治

叛
徒
法
で
あ
る
。
前
掲
「
特
務
警
察
」
は
、
共
産
主
義
運
動
に
対
す
る
だ
け
で
な
く
「
誤
れ
る
氏
族
運
動
」
の
取
締
根
拠
法
と
し
て
も
暫
行
懲
治

叛
徒
法
を
説
明
す
る
。
そ
の
第
一
条
を
引
く
。

国
憲
ヲ
素
乱
、
ン
国
家
存
立
ノ
基
礎
ヲ
急
殆
若
ハ
衰
退
セ
シ
ム
ル
ノ
自
的
ヲ
以
テ
結
社
ヲ
組
織
シ
タ
ル
者
ハ
左
ノ
区
別
ニ
従
ツ
テ
之
ヲ
処
断
ス

一
首
魁
ハ
死
刑

二
役
員
其
ノ
他
ノ
指
導
者
ハ
死
刑
又
ハ
無
期
徒
刑

一
二
謀
議
ニ
参
与
シ
又
ハ
結
社
ニ
加
入
シ
タ
ル
者
ハ
無
期
徒
刑
又
ハ
十
年
以
上
ノ
有
期
徒
刑

第
二
条
で
は
「
前
条
ノ
目
的
ヲ
以
テ
騒
擾
殺
人
襲
撃
放
火
脅
迫
其
ノ
他
不
法
ノ
行
為
ヲ
為
シ
タ
ル
者
」
へ
の
処
罰
、
第
三
条
で
は
あ
ら
ゆ
る
宣

伝
行
為
の
処
罰
、
第
六
条
で
は
煽
動
行
為
の
処
罰
、
第
七
条
で
は
金
品
な
ど
の
利
益
供
与
の
処
罰
な
ど
を
規
定
し
、
全
般
的
に
日
本
の
治
安
維
持

法
よ
り
も
法
益
と
処
罰
を
重
く
し
て
い
る
。
さ
ら
に
犯
罪
発
覚
前
の
自
首
と
情
報
提
供
に
よ
る
処
罰
の
軽
減
、
「
謹
慎
ヲ
誓
約
」
し
た
者
に
対
す

る
刑
宣
告
の
猶
予
に
関
す
る
条
文
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
「
満
洲
国
」
へ
の
「
帰
願
」
を
懲
湿
す
る
規
定
で
あ
る
。
ま
た
、
地
方
法
院
限
り
の
暫

行
懲
治
盗
匪
法
の
公
判
と
は
逆
に
、
「
高
等
法
院
又
ハ
其
ノ
分
続
ニ
於
テ
第
一
審
ヲ
管
轄
ス
」
と
規
定
さ
れ
る
よ
う
に
、
地
方
法
院
で
の
公
判
抜

き
の
こ
審
制
を
採
用
す
る
点
も
注
目
さ
れ
る
。

こ
の
二
つ
の
取
締
法
令
の
運
用
状
況
は
ど
う
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
検
察
庁
の
受
理
@
起
訴
し
た
件
数
を
み
る
と
、
一
九
三
三
年
で
は

暫
行
懇
治
叛
徒
法
が
一
一

O
一
人
・
七
九
人
、
暫
行
懲
治
盗
一
位
法
が
二

O
五
三
人
・
一
一
二
七
人
(
『
満
洲
帝
国
可
法
統
計
年
報
』
大
同
二
年
)
、
三

四
年
で
は
叛
徒
法
が
一
四
九
人
・
五
三
人
、
盗
匪
法
が
二
三
三
八
人
目
一
四
二
四
入
、
一
一
一
五
年
で
は
叛
徒
法
が
一
九
四
人
・
六
八
人
、
盗
陛
法
が

二
三
七
五
人
・
一
四
五
九
人
と
な
っ
て
い
る
(
可
法
部
「
可
法
要
覧
』
第
二
次
、
第
三
次
)
。
一
九
三
三
年
の
裁
判
で
確
定
し
た
人
数
は
、
暫
行

懲
治
叛
徒
法
が
六
九
人
(
死
刑
・
無
期
徒
刑
各
一
人
)
、
暫
行
懲
治
盗
匪
法
が
二
五
五
八
人
(
死
刑
三
二
ハ
入
、
無
期
徒
刑
一
一
二

O
人
)
で
あ
る

(
「
満
洲
帝
国
可
法
統
計
年
報
」
大
同
二
年
)
。
ま
た
、
一
一
一
五
年
末
の
受
刑
者
数
で
は
、
暫
行
懲
治
叛
徒
法
が
七
四
人
、
暫
行
懲
治
盗
匪
法
が
二

四
五
四
人
と
な
っ
て
い
る
(
『
司
法
要
覧
』
第
三
次
)
。
こ
う
し
た
傾
向
は
、
そ
の
後
も
続
き
、
一
九
三
七
年
か
ら
四

O
年
ま
で
の
四
年
間
の
検
挙

者
数
の
合
計
で
は
、
暫
行
懲
治
叛
徒
法
に
よ
る
も
の
が
七
七
六
人
に
対
し
て
、
暫
行
懲
治
資
匿
法
に
よ
る
も
の
が
一
万
四
七
二
八
人
に
上
る
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(
「
瀧
洲
国
警
察
史
』
)
。
三
九
年
末
の
受
刑
者
数
は
、
叛
徒
法
が
四

O
四
入
、
盗
霊
法
が
三
四
三
六
人
と
な
っ
て
い
る
(
吋
司
法
要
覧
』
第
五
次
)
。

全
般
的
に
み
て
暫
行
懲
治
叛
徒
法
の
影
は
薄
く
、
「
共
産
党
組
織
運
動
の
取
締
即
ち
其
の
検
挙
弾
圧
」
よ
り
も
「
武
装
運
動
の
取
締
、
即
ち
討
伐

に
依
る
其
の
掃
蕩
弾
圧
」
(
吋
特
務
警
察
』
)
が
優
先
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
一
九
三
四
年
八
月
に
招
集
さ
れ
た
第
三
次
全
国
可
法
会
議
に
お
い
て
、
「
共
匪
及
盗
匪
ノ
取
締
」
が
諮
掬
さ
れ
る
な
か
で
、
飯
塚
敏

夫
刑
事
司
長
か
ら
「
可
法
的
対
策
ト
シ
テ
ハ
須
ラ
ク
検
察
官
ハ
犯
人
ノ
逮
捕
送
致
後
ニ
非
ザ
レ
パ
偵
査
一
一
着
手
シ
得
ズ
ト
ノ
観
念
ヲ
打
破
セ
ザ
ル

可
ラ
ズ
」
と
積
極
的
活
動
が
慾
湧
さ
れ
た
こ
と
も
注
目
さ
れ
る
(
司
法
部
『
第
三
次
全
国
司
法
会
議
紀
録
』
)
。

そ
れ
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
開
接
的
な
事
例
か
ら
も
い
え
よ
う
。
た
と
え
ば
、
三
三
年
二
一
月
の
警
務
司
「
満
洲
国
警
察
要
覧
』
(
「
満
洲
国
警
察

機
関
々
係
雑
纂
」
第
一
巻
、
外
交
史
料
館
所
蔵
)
中
の
「
警
察
法
令
ノ
改
廃
制
定
」
の
項
で
「
建
国
後
制
定
法
令
」
の
う
ち
、
暫
行
懲
治
盗
匪
法

は
あ
る
が
、
な
ぜ
か
暫
行
懲
治
叛
徒
法
は
落
ち
て
い
る
。
こ
れ
が
偶
然
で
な
い
こ
と
は
、
在
満
大
使
館
(
外
務
省
警
察
)
「
満
洲
国
警
察
制
度
調

査
(
未
定
稿
)
』
(
三
一
二
年
一
二
月
)
で
も
、
同
様
に
「
建
国
後
制
定
法
令
」
中
に
暫
行
懲
治
叛
徒
法
は
欠
落
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
東
京

地
裁
判
事
か
ら
「
満
洲
国
司
法
部
」
に
招
鳴
き
れ
人
事
科
長
を
経
て
、
三
七
年
七
月
に
刑
事
可
長
に
就
任
し
た
前
野
茂
の
田
想
に
よ
れ
ば
、
そ
の

時
点
で
も
な
お
「
回
っ
て
く
る
事
件
報
告
は
全
部
一
般
刑
事
事
件
ば
か
り
で
、
暫
行
懲
治
叛
徒
法
違
反
事
件
や
暫
行
懲
治
盗
匪
法
違
反
事
件
の
報

告
が
全
く
無
い
」
状
況
だ
っ
た
と
い
う
。
軍
警
は
「
臨
陣
格
殺
」
の
規
定
を
乱
用
し
、
「
「
犯
罪
捜
査
L

の
結
果
逮
捕
し
た
こ
の
種
犯
人
で
も
、
犯

罪
の
証
明
あ
り
と
認
め
れ
ば
、
「
現
地
処
分
L

な
い
し
「
厳
重
処
分
し
と
称
し
、
取
り
調
べ
終
了
後
直
ち
に
銃
殺
ま
た
は
斬
殺
し
て
い
た
」
。
そ
れ

は
首
都
新
京
に
お
い
で
す
ら
実
施
さ
れ
て
い
た
と
い
う
(
以
上
、
前
野
「
満
洲
国
司
法
建
設
回
想
記
』
)
。
こ
の
前
野
の
証
言
が
示
唆
す
る
の
は
、

二
つ
の
治
安
法
の
相
違
、
す
な
わ
ち
「
臨
時
格
殺
」
の
規
定
を
も
っ
暫
行
懲
治
盗
匪
法
の
使
い
勝
手
が
よ
く
、
そ
の
威
力
が
最
大
限
に
発
揮
さ
れ

た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
暫
行
懲
治
叛
徒
法
の
影
の
薄
さ
は
、
日
本
側
の
治
安
機
関
に
よ
る
治
安
維
持
法
の
適
用
件
数
が
そ
れ
ほ
ど

多
く
な
い
事
情
と
通
じ
る
。

暫
行
懲
治
叛
徒
法
な
ど
の
報
告
が
可
法
部
に
一
つ
も
上
が
っ
て
こ
な
か
っ
た
と
い
う
前
野
の
回
想
は
、
実
際
に
は
不
正
確
で
あ
る
。
一
九
三
六

年
の
北
満
特
別
区
(
ハ
ル
ピ
ン
)
高
等
法
院
で
下
さ
れ
た
六
件
の
「
中
国
共
産
党
関
係
暫
行
懲
治
叛
徒
法
違
反
被
告
事
件
」
の
判
決
文
が
、
日
本

司
法
省
の
「
思
想
月
報
」
第
三
四
号
(
一
ニ
七
年
四
月
)
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
「
満
洲
国
」
最
高
法
院
の
問
法
に
関
す
る
判
決
も
確
認
さ
れ
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る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
判
決
の
論
理
と
展
開
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
日
本
の
治
安
維
持
法
裁
判
の
そ
れ
を
踏
襲
し
て
い
る
。
一
一
一
五
年

二
七
日
の
最
高
法
院
判
決
の
場
合
、
「
中
国
共
産
党
カ
満
洲
間
社
会
制
度
ヲ
打
破
シ
革
命
ノ
手
段
ニ
依
り
無
産
者
独
裁
政
治
ヲ
実
現
セ
シ
ム
ル
コ

ト
ヲ
目
的
ト
ス
ル
秘
密
結
社
ナ
ル
コ
ト
ヲ
認
識
シ
乍
ラ
ヘ
入
党
し
、
「
党
ノ
目
的
ヲ
遂
行
セ
ン
ト
ス
ル
呂
的
」
で
窃
盗
罪
を
犯
し
た
と
い
う
第
一

審
(
吉
林
高
等
法
院
)
の
事
実
認
定
を
認
め
(
適
用
条
文
を
修
正
)
、
被
告
人
の
上
訴
を
棄
却
し
、
「
徒
刑
十
五
年
」
を
科
し
た
。
な
お
、
上
告
理

由
の
一
つ
に
「
司
法
警
察
官
聴
取
書
中
ノ
供
述
記
載
カ
強
暴
強
迫
利
誘
詐
欺
其
ノ
他
不
正
ノ
方
法
一
一
依
リ
作
成
セ
ラ
レ
従
テ
被
告
等
ノ
任
意
ニ
非

サ
ル
供
述
ヲ
録
取
シ
タ
リ
」
と
い
う
拷
問
の
暴
露
が
あ
っ
た
が
、
審
判
官
は
「
根
拠
ナ
ク
」
と
取
り
合
わ
な
か
っ
た
(
以
上
、
吋
最
高
法
院
判
決

例
』
三
五
年
)
。
北
満
特
別
区
高
等
法
院
の
判
決
で
は
、
お
お
よ
そ
「
中
国
共
産
党
及
中
国
共
産
主
義
青
年
団
ハ
何
レ
モ
我
満
洲
帝
国
ヲ
打
倒
シ

共
産
主
義
社
会
ヲ
実
現
ス
ル
コ
ト
ヲ
其
ノ
目
的
ノ
一
ト
ス
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
即
我
国
家
存
立
ノ
基
礎
ヲ
危
害
ス
ル
目
的
ヲ
有
ス
ル
結
社
」
と
み
な
し

て
、
そ
の
入
党
・
活
動
を
認
定
し
、
徒
刑
(
懲
役
刑
)
一
二
年
か
ら
一
二
年
の
判
決
を
下
す
。
た
と
え
ば
、
徒
刑
五
年
と
い
う
事
件
は
、
中
国
共
産

党
員
と
し
て
「
共
産
主
義
一
一
関
ス
ル
宣
伝
ノ
用
ニ
供
ス
ヘ
キ
秘
密
文
書
ノ
謄
写
ニ
関
与
、
と
と
い
う
程
度
の
活
動
で
、
こ
の
処
罰
の
基
準
は
日
本

治
安
維
持
法
よ
り
も
厳
し
い
(
以
上
、
「
思
想
月
報
』
第
三
回
号
)
。
た
だ
し
、
こ
う
し
た
公
判
は
前
野
の
回
想
に
あ
る
よ
う
に
、
む
し
ろ
例
外
に
属

し
、
多
く
は
、
中
国
共
産
党
関
係
者
と
み
な
さ
れ
て
残
虐
な
拷
問
の
末
に
「
臨
陣
格
殺
」
「
裁
量
措
置
」
の
名
の
も
と
「
処
分
」
さ
れ
た
だ
ろ
う
。

こ
の
こ
つ
の
治
安
法
と
同
時
に
、
治
安
警
察
法
も
公
布
施
行
さ
れ
て
い
る
(
時
|
一

lala--3)
。
秘
密
結
社
の
禁
止
や
集
会
@
多
衆
運
動
の
届
出

制
な
ど
、
日
本
治
安
警
察
法
の
労
働
運
動
取
締
の
規
定
を
除
い
た
内
容
に
準
じ
て
い
る
が
、
政
治
結
社
結
成
の
許
可
制
や
処
罰
の
重
さ
な
ど
の
点

で
、
「
満
洲
国
」
治
安
警
察
法
は
よ
り
厳
重
に
な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
犯
罪
統
計
表
な
ど
に
は
こ
の
治
安
警
察
法
違
反
に
関
す
る
項
目
は
な
く
、

実
際
に
は
あ
ま
り
運
用
さ
れ
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

以
上
の
よ
う
な
治
安
法
令
が
「
満
洲
国
」
建
国
半
年
あ
ま
り
で
、
ど
の
よ
う
に
立
案
さ
れ
た
の
か
、
い
ま
の
と
こ
ろ
不
明
で
あ
る
。
「
建
国
」

以
前
の
中
国
東
北
部
の
治
安
体
制
と
の
関
連
の
究
明
を
含
め
て
今
後
の
課
題
で
あ
る
。

な
お
、
「
満
洲
国
」
東
辺
の
「
間
島
」
地
方
と
国
境
を
接
す
る
朝
鮮
で
は
、
「
在
満
匪
賊
ノ
鮮
内
侵
入
」

1
朝
鮮
民
族
独
立
運
動
の
遊
撃
隊
の
防

渇
・
弾
圧
に
躍
起
と
な
っ
て
い
た
が
、
一
九
三
七
年
一
一
丹
の
裁
判
所
及
び
検
事
局
監
督
官
会
議
で
は
、
法
務
局
長
が
「
満
洲
関
」
の
暫
行
懲
治

及
し
、
「
独
リ
朝
鮮
ニ
於
ケ
ル
司
法
処
分
一
一
於
一
ア
之
ト
著
シ
ク
権
衡
ヲ
失
ス
ル
モ
ノ
ア
ル
ト
キ
ハ
彼
等
ノ
鮮
内
侵
入
防
止
ノ
目
的
ニ 月
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副
ハ
サ
ル
コ
ト
当
然
ナ
ル
ヲ
此
点
特
ニ
留
意
セ
ラ
レ
夕
、
と
と
厳
罰
方
針
を
指
示
し
て
い
る
(
朝
鮮
総
督
府
法
務
局
編
「
裁
判
所
及
検
事
局
監
督

官
会
議
総
督
訓
示
及
法
務
局
長
訓
示
事
項
集
円
『
日
帝
下
支
配
政
策
資
料
集
」
第
九
巻
所
収
)
。

ま
た
、
「
満
洲
国
」
に
つ
い
で
華
北
占
領
地
域
に
樹
立
し
た
日
本
の
俺
儲
政
権
「
中
華
民
国
臨
時
政
府
」
に
お
い
て
も
「
治
安
の
維
持
回
復
」
、

す
な
わ
ち
「
蒋
政
権
の
後
方
擾
乱
戦
術
に
対
抗
す
る
」
た
め
に
全
一
三
条
か
ら
な
る
「
懲
治
盗
匪
暫
行
条
例
」
を
公
和
施
行
し
て
い
る
二
九
一
一
一

八
年
四
月
一
一
社
、
同
時
に
ご
般
の
安
寧
秩
序
を
維
持
す
る
為
め
」
に
治
安
警
察
法
も
制
定
し
た
。
以
上
、
東
亜
同
文
会
編
「
新
支
那
現
勢
要

覧
』
)
。
「
東
亜
新
秩
序
」
の
構
築
に
は
、
こ
う
し
た
一
貫
し
た
治
安
政
策
が
裏
付
け
の
一
つ
と
し
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

「
満
洲
国
」
治
安
法
令
を
運
用
す
る
司
法
体
制
を
み
よ
う
。
「
建
国
」
と
と
も
に
、
国
務
院
の
一
部
と
し
て
可
法
部
が
お
か
れ
た
も
の
の
、
専
門

官
僚
の
大
一
崎
な
不
足
の
た
め
、
暫
行
懲
治
叛
徒
法
な
ど
の
制
定
を
除
き
、
「
可
法
組
織
は
旧
来
の
ま
ま
、
司
法
法
規
は
出
来
の
も
の
を
そ
の
ま
ま

援
用
し
て
い
た
」
(
前
野
吋
満
洲
国
司
法
建
設
回
想
記
」
)
。
日
本
可
法
省
に
専
門
家
招
聴
を
悠
一
恕
し
た
が
、
な
か
な
か
応
じ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、

関
東
箪
の
強
い
意
向
も
あ
り
、
三
三
年
八
月
、
治
外
法
権
の
撤
廃
が
日
本
政
府
の
方
針
と
し
て
決
定
さ
れ
る
と
、
可
法
省
も
「
満
洲
悶
司
法
部
」

の
整
備
に
乗
り
出
し
た
。
一
一
一
三
年
一

O
月
、
大
審
院
検
事
で
あ
っ
た
古
田
正
武
が
司
法
部
総
務
司
長
に
就
任
し
た
の
を
手
始
め
に
、
翌
三
四
年

二
一
、
四
月
に
は
中
堅
の
可
法
官
僚
が
招
聴
さ
れ
た
。
思
想
犯
「
処
理
」
の
経
験
者
を
拾
う
と
、
飯
塚
敏
夫
(
東
京
控
訴
続
判
事
)
が
可
法
部
刑
事

可
長
、
前
野
茂
(
東
京
地
裁
予
審
判
事
)
が
同
人
事
科
長
、
北
満
特
別
区
(
ハ
ル
ピ
ン
)
高
等
法
院
主
席
検
察
官
に
丸
才
可
(
東
京
地
裁
検
事
)

ら
が
い
る
。
副
島
氏
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
法
院
・
検
察
庁
配
置
の
自
本
人
司
法
官
数
は
、
一
ニ
四
年
に
三
七
人
、
一
一
一
五
年
に
一
五
二
人
に
お
よ
び
、

司
法
部
の
職
員
も
五
七
人
い
る
(
中
国
人
は
五
二
人
)
。
三
七
年
一
一
月
の
全
司
法
部
日
本
人
数
は
一
一
四
二
人
と
な
る
。
ま
た
、
山
室
信
一

「
「
満
洲
国
L

統
治
過
程
論
」
(
吋
「
満
洲
国
」
の
研
究
』
所
収
)
に
よ
れ
ば
、
一
九
四

O
年
頃
ま
で
の
日
本
人
官
僚
の
「
満
洲
国
」
流
入
の
う
ち
、

司
法
省
関
係
は
全
省
庁
中
の
ト
ッ
プ
で
、
「
退
官
以
前
に
高
等
官
で
あ
っ
た
者
」
で
み
て
も
全
体
の
三
分
の
一
を
占
め
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
渡
瀧

の
動
機
の
一
つ
は
、
ー
口
同
給
に
惹
か
れ
て
。
だ
っ
た
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
日
本
の
司
法
関
係
者
の
流
入
に
も
関
わ
ら
ず
、
既
述
の
前
野
証
言
の
よ
う
に
、
治
安
事
件
の
可
法
処
理
は
ほ
と
ん
ど
機
能

し
て
い
な
か
っ
た
。
三
八
年
一

O
月
に
ま
と
め
ら
れ
た
司
法
部
「
司
法
部
現
勢
』
(
閣
l

二

1
3
)
で
は
、
「
謂
ハ
パ
カ
カ
ル
事
犯
ノ
処
理
ニ
付
テ

審
判
検
察
ノ
陣
容
ハ
未
ダ
必
ズ
シ
モ
確
立
整
備
シ
テ
ヰ
ナ
カ
ツ
タ
」
と
認
め
た
の
ち
、
さ
ら
に
つ
ぎ
の
よ
う
に
続
け
る
。
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一
方
建
国
日
猶
浅
ク
諸
制
整
ハ
ザ
ル
間
ニ
於
ケ
ル
社
会
的
、
政
治
的
必
然
ノ
事
情
ヨ
リ
所
謂
叛
徒
事
件
ノ
処
断
ニ
当
リ
一
時
的
、
変
期
的
便

法
モ
許
サ
レ
テ
ヰ
タ
ノ
デ
、
事
件
処
理
ノ
敏
活
適
正
ニ
遺
憾
ノ
点
ヲ
招
キ
必
ズ
シ
モ
立
法
ノ
趣
昏
ニ
副
ハ
ズ
又
客
観
情
勢
一
一
モ
即
応
セ
ズ
審

判
検
察
ノ
機
能
ヲ
十
全
ニ
発
揮
ス
ル
能
ハ
ザ
ル
ガ
知
キ
観
ヲ
呈
ス
ル
コ
ト
モ
有
ツ
タ
ガ
、
如
斯
ハ
元
ヨ
リ
妥
当
ノ
措
置
デ
ハ
ナ
イ
ノ
デ
ア
ル
。

「
事
件
処
理
ノ
敏
活
適
正
ニ
遺
憾
ノ
点
」
が
あ
っ
た
こ
と
を
自
省
し
た
司
法
部
刑
事
司
で
は
、
新
た
に
可
長
と
な
っ
た
前
野
を
中
心
に
治
安
事
件

処
理
の
改
善
に
乗
り
出
す
。
「
軍
警
の
司
法
批
判
の
最
も
大
き
な
点
は
、
第
一
に
管
轄
地
方
法
読
に
日
系
が
い
な
い
こ
と
、
第
二
に
裁
判
に
長
時

間
を
要
す
る
こ
と
」
と
判
断
し
た
結
果
、
そ
れ
ら
の
欠
陥
を
是
正
す
る
た
め
に
「
治
安
庭
」
と
い
う
特
殊
裁
判
機
構
を
生
み
出
す
の
で
あ
る
。

「
満
洲
国
」
の
「
武
装
反
満
抗
日
間
と
の
間
に
激
し
い
戦
闘
が
昼
夜
を
分
か
た
ず
続
け
ら
れ
て
い
る
」
状
況
下
で
は
、
「
非
常
時
適
応
の
可
法
制

度
」
(
以
上
、
『
満
洲
国
司
法
建
設
回
想
記
』
)
は
必
要
で
あ
る
と
い
う
論
理
で
あ
る
。
そ
の
内
容
は
、
最
高
法
院
と
高
等
法
院
に
治
安
庭
を
設
置

す
る
こ
と
、
そ
の
治
安
定
は
「
練
達
堪
能
ナ
ル
審
判
官
」
で
構
成
す
る
こ
と
(
治
安
係
審
判
官
(
判
事
)
検
察
官
の
配
置
)
、
刑
事
手
続
の
簡
素

化
(
律
師
〔
弁
護
士
〕
を
被
告
人
一
人
に
つ
き
一
人
と
す
る
制
限
な
ど
て
治
安
事
件
の
捜
査
な
ど
に
徹
底
を
期
す
た
め
「
敏
腕
ナ
ル
検
察
官
」

を
配
置
す
る
こ
と
、
刑
事
可
に
思
想
科
を
新
設
す
る
こ
と
な
ど
で
、
治
安
庭
は
三
八
年
五
月
に
設
置
さ
れ
た
。
審
判
官
・
検
察
官
は
「
第
一
流
ノ

日
本
司
法
官
」
(
「
司
法
部
現
勢
』
)
の
招
致
に
よ
り
充
当
さ
れ
た
。
そ
の
代
表
格
が
、
思
想
検
事
の
エ

i
ス
で
東
京
保
護
観
察
所
長
の
職
に
あ
っ

た
平
田
勲
の
最
高
検
察
庁
次
長
へ
の
就
任
で
あ
る
。
ま
た
、
「
思
想
検
察
並
ニ
思
想
犯
罪
予
防
対
策
ニ
関
ス
ル
事
項
ヲ
所
管
セ
シ
メ
」
る
新
設

(
三
八
年
六
月
)
の
思
想
科
の
長
に
は
、
大
阪
地
検
か
ら
杉
浦
一
策
を
招
い
た
。
前
野
に
よ
れ
ば
、
「
爾
後
討
伐
戦
場
で
の
勺
臨
陣
格
殺
」
「
裁
量

措
置
」
は
別
と
し
て
、
討
伐
戦
で
捕
獲
さ
れ
た
者
そ
の
他
犯
罪
捜
査
に
よ
っ
て
発
覚
し
た
こ
の
種
事
件
は
、
す
べ
て
高
等
検
察
庁
に
送
致
さ
れ
、

高
等
法
院
治
安
庭
に
現
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
」
(
「
満
洲
国
司
法
建
設
回
想
記
』
)
と
い
う
。

治
安
庭
設
置
に
よ
る
公
判
促
進
の
効
果
か
判
然
と
し
な
い
が
、
三
八
年
二
一
月
二
八
日
、
最
高
法
院
で
一
挙
に
四
件
の
暫
行
懲
治
叛
徒
法
違
反

事
件
の
判
決
が
出
さ
れ
る
。
死
刑
判
決
と
な
っ
た
事
件
の
一
つ
を
み
る
と
、
「
抗
日
軍
」
の
領
導
下
に
あ
る
「
救
国
会
」
「
遊
撃
連
」
に
加
入
し
、

「
遊
撃
連
」
に
よ
る
治
安
維
持
活
動
の
な
か
で
殺
人
を
犯
し
た
と
い
う
認
定
で
あ
る
。
上
告
の
理
由
と
し
て
、
「
結
社
ニ
加
入
ス
ル
ニ
付
テ
ハ
匪
賊

ヨ
リ
脅
迫
セ
ラ
レ
自
己
又
ハ
家
族
ノ
生
命
ニ
対
ス
ル
急
追
ノ
危
難
ヲ
避
ク
ル
為
メ
己
ム
ヲ
得
サ
ル
ニ
出
テ
タ
ル
行
為
」
だ
っ
た
こ
と
や
、
「
拷
問

ニ
依
リ
テ
作
成
セ
ラ
レ
タ
ル
憲
兵
隊
長
ノ
調
書
ヲ
証
拠
」
と
し
た
こ
と
を
あ
げ
、
「
救
盟
会
」
な
ど
へ
の
加
入
や
殺
人
の
事
実
を
否
定
し
た
も
の
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こ
れ
ら
の
公
判
の
審
判
長
は
最
高
法
院
次
長
の
井
野
英
一
で
、
大
審
院
判

の
、
審
判
官
は
上
告
を
棄
却
し
た
(
「
最
高
法
院
判
決
例
』
三
八
年
)
。

事
と
し
て
思
想
裁
判
に
も
関
わ
っ
た
人
物
で
あ
る
。

日
本
治
安
維
持
法
の
「
国
体
」
変
革
の
解
釈
は
膨
張
の
一
途
を
た
ど
っ
た
が
、
暫
行
懲
治
叛
徒
法
の
「
国
憲
ヲ
素
乱
シ
国
家
存
立
ノ
基
礎
ヲ
急

殆
若
ハ
衰
退
セ
シ
ム
ル
目
的
ヲ
以
テ
」
と
い
う
規
定
は
、
そ
の
規
定
自
体
に
す
で
に
あ
ら
ゆ
る
「
反
満
抗
日
運
動
」
の
壊
滅
が
め
ざ
さ
れ
て
い
た

と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
治
安
庭
設
置
以
降
の
本
格
的
運
用
で
、
そ
れ
は
実
践
・
実
証
さ
れ
る
。
治
安
庭
設
置
や
思
想
科
新
設
に
と
も
な
い
、

「
満
洲
国
」
の
思
想
司
法
の
体
制
も
整
備
が
進
ん
だ
は
ず
だ
が
、
一
九
四

O
年
秋
の
段
階
で
、
そ
れ
を
取
り
巻
く
情
勢
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
で

あ
っ
た
。
叛
徒
法
事
件
は
「
警
察
か
ら
年
に
三
四
件
送
っ
て
来
る
」
程
度
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
新
京
高
等
検
察
庁
で
は
、
積
極
的
に
軍
警
と
連
動

し
て
武
力
以
外
の
「
討
伐
」
に
協
力
じ
て
い
る
。
吉
林
討
伐
司
令
部
の
一
翼
と
し
て
「
治
本
工
作
」
中
の
「
通
霞
者
の
検
挙
弾
圧
外
郭
団
体
の
破

擢
、
覆
滅
並
帰
順
陸
、
逮
捕
匪
等
に
付
匪
団
の
糧
道
連
絡
、
並
作
戦
要
領
等
の
取
調
を
為
し
箪
警
の
作
戦
に
寄
与
す
べ
き
諸
史
料
の
蒐
集
」
を
お

こ
な
う
ほ
か
、
「
統
一
的
、
系
統
的
捜
査
陣
営
と
情
報
陣
営
を
確
立
」
す
る
た
め
の
連
絡
会
議
へ
の
参
加
も
あ
り
、
こ
れ
ら
の
「
成
績
は
非
常
に

上
が
」
っ
て
い
る
と
い
う
(
「
新
京
高
等
検
察
庁
管
内
思
想
埼
勢
」
『
思
想
月
報
』
第
七
七
号
、
四

O
年
一
一
月
)
。
奉
天
高
等
検
察
庁
か
ら
も

「
場
合
に
よ
り
で
は
断
乎
た
る
強
制
力
を
発
動
す
る
も
之
が
理
念
よ
り
敢
て
臆
錯
す
る
を
要
せ
ざ
る
べ
く
」
(
「
奉
天
高
等
検
察
庁
管
内
思
想
経
済

晴
勢
」
吋
思
想
月
報
』
第
七
六
号
、
四

O
年
一

O
月
)
と
、
強
硬
策
を
提
言
す
る
。
こ
う
し
た
認
識
の
背
景
に
は
、
「
民
族
運
動
も
、
共
産
主
義
運

動
も
、
イ
ン
テ
リ

i
も
、
宗
教
も
、
続
、
済
も
、
最
も
悪
い
意
味
に
於
け
る
総
動
員
体
制
を
以
て
抗
勢
を
示
し
て
ゐ
る
」
(
新
京
)
と
い
う
観
慨
が

本

γhu。
こ
れ
ま
で
み
て
き
た
「
満
洲
国
」
の
警
察
・
可
法
か
ら
な
る
治
安
体
制
は
、
前
述
の
吉
林
討
伐
司
令
部
の
よ
う
に
、
「
満
洲
留
軍
」
と
連
携
す

る
だ
け
で
な
く
、
関
東
軍
・
関
東
憲
兵
隊
と
も
連
動
し
て
「
反
満
抗
日
運
動
」
の
根
絶
化
に
努
め
て
い
た
。
す
べ
て
の
日
満
箪
警
の
参
加
す
る
治

安
維
持
会
・
警
務
連
絡
委
員
会
・
警
務
統
制
委
員
会
に
よ
る
一
連
の
「
治
安
粛
清
工
作
」
は
、
実
質
的
に
は
関
東
軍
の
指
揮
下
で
遂
行
さ
れ
た
。

こ
こ
で
詳
述
で
き
な
い
が
、
暫
行
懲
治
叛
徒
法
の
適
用
に
関
連
し
て
、
一
つ
の
事
例
だ
け
を
み
る
。
「
昭
和
十
一
年
関
東
軍
治
安
粛
清
計
画
に
基

き
在
満
共
産
党
機
滅
の
為
め
、
同
年
九
月
以
来
姶
爾
賓
地
方
警
務
統
制
委
員
会
に
於
て
姶
爾
賓
共
産
党
を
対
象
と
し
、
又
阿
城
県
域
内
を
中
心
に

鮮
人
共
産
党
の
あ
る
の
を
発
見
し
之
に
対
し
、
夫
々
偵
諜
工
作
を
実
施
せ
し
め
た
る
結
果
、
発
覚
し
、
本
年
四
月
十
五
日
を
期
し
一
斉
検
挙
実
施
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其
後
引
続
き
多
数
関
係
者
の
逮
捕
を
見
る
に
至
っ
た
」
弾
庄
事
例
で
あ
る
。
「
中
国
共
産
党
と
連
絡
を
有
し
、
満
洲
国
農
民
を
赤
化
指
導
し
延
い

て
共
産
革
命
に
依
り
大
日
本
帝
国
の
国
体
を
変
革
し
共
産
主
義
国
家
を
樹
立
す
る
目
的
の
下
に
」
「
阿
域
鮮
人
共
産
党
」
を
組
織
し
活
動
し
た
と

み
な
さ
れ
た
二

O
人
は
、
治
安
維
持
法
違
反
と
し
て
関
東
軍
臨
時
軍
法
会
議
に
送
ら
れ
た
(
結
果
不
明
)
。
中
国
共
産
党
の
下
に
あ
る
「
姶
爾
ι

賓

特
委
及
び
恰
東
特
委
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
一
七
人
と
二
五
人
が
い
ず
れ
も
「
満
洲
国
軍
」
第
四
軍
管
区
軍
法
会
議
に
送
致
さ
れ
、
後
者
の
う
ち
死
刑

判
決
を
受
け
た
一
一
一
一
人
は
判
決
二
日
後
に
銃
殺
さ
れ
た
(
以
上
、
「
北
満
に
於
け
る
共
産
党
の
概
況
」
「
外
事
警
察
報
』
第
一
八
一
号
、
三
七
年
一

二
月
)
。
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「
満
洲
国
」
治
安
維
持
法
の
制
定
と
運
用

一
九
四
一
年
八
月
二
五
日
、
「
現
下
ノ
情
勢
ニ
鑑
ミ
治
安
事
犯
ヲ
抜
本
塞
源
的
ニ
弾
圧
シ
急
速
ナ
ル
治
安
恢
復
ヲ
図
」
(
「
改
正
理
由
書
」
)
る
た

め
と
し
て
、
前
述
の
「
治
安
庭
」
と
は
別
に
「
特
別
治
安
鹿
」
を
新
設
す
る
ほ
か
、
そ
の
公
判
手
続
き
の
一
屠
の
簡
略
化
が
図
ら
れ
た
(
「
治
安

庭
ノ
設
置
並
一
一
之
ニ
伴
フ
特
別
手
続
ニ
関
ス
ル
件
」
改
正
)
。
「
特
別
治
安
縫
」
と
は
、
「
治
安
定
の
処
理
す
べ
き
事
件
中
犯
罪
の
態
様
、
地
方
の

情
勢
其
の
他
の
事
情
に
由
っ
て
治
安
維
持
上
特
に
重
要
に
し
て
且
急
速
に
処
置
す
る
こ
と
を
要
す
る
事
件
を
処
理
」
す
る
も
の
で
あ
り
、
「
一
審

且
終
審
」
、
「
可
法
部
大
臣
の
許
可
を
要
せ
ず
、
法
院
以
外
の
場
所
で
開
魔
し
得
る
こ
と
」
、
官
選
弁
護
人
す
ら
不
要
と
し
た
こ
と
、
そ
の
判
決
に

も
と
づ
く
死
刑
の
執
行
は
絞
首
刑
で
は
な
く
銃
殺
を
可
能
と
し
た
こ
と
な
ど
、
も
は
や
公
正
な
裁
判
の
名
に
値
し
な
い
代
物
で
あ
る
。
こ
う
し
た

措
置
が
想
定
し
て
い
る
の
は
、
「
一
地
方
の
治
安
が
撹
乱
さ
れ
急
速
に
其
の
恢
復
を
必
要
と
す
る
様
な
情
勢
」
で
あ
り
、
後
述
す
る
よ
う
な
数
百

人
規
模
の
「
反
満
抗
日
運
動
」
の
検
挙
に
対
し
て
発
動
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
(
死
刑
執
行
は
武
装
警
察
官
や
箪
に
嘱
託
し
て
実
施
し
う
る
と
さ
れ

た
)
。
そ
こ
で
は
「
共
匪
」
取
締
に
と
ど
ま
ら
ず
、
「
其
の
外
郭
団
体
の
破
擢
通
匪
網
の
弾
圧
」
、
す
な
わ
ち
「
満
洲
国
」
民
衆
全
般
に
お
よ
ぶ

「
粛
清
工
作
」
が
必
要
と
さ
れ
た
。
こ
の
「
改
正
」
法
の
立
案
に
あ
た
っ
た
官
僚
は
、
「
可
法
討
伐
の
重
要
性
」
「
司
法
の
総
力
的
活
動
」
を
説
く

の
で
あ
る
(
以
上
、
藤
井
勝
三
「
「
治
安
庭
ノ
設
置
並
ニ
之
ニ
伴
フ
特
別
手
続
ニ
関
ス
ル
件
」
改
正
に
就
て
」
刀
法
曹
雑
誌
」
第
八
巻
第
一

O
号、

一
九
四
一
年
一

O
月)。
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そ
し
て
、
「
司
法
討
伐
の
要
性
」
の
要
請
を
受
け
て
、
一
九
四
一
年
一
二
月
二
七
日
、
「
満
洲
国
」
政
府
は
治
安
維
持
法
を
公
布
、
即
日
施
行

し
た

(
m
l
一
BBEBEE--4)
。
可
法
部
参
事
官
で
あ
っ
た
飯
守
重
任
が
こ
の
立
法
化
に
た
ず
さ
わ
っ
た
と
い
う
が
、
一
二
月
一
九
日
の
国
務
院
会
議
上

程
、
同
二
五
日
の
参
議
府
会
議
諮
読
と
い
う
以
外
の
、
立
案
の
時
期
や
経
緯
の
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
制
定
の
理
由
は
「
最
近
に
於
け
る
思
想
事

犯
の
態
様
に
稽
へ
最
も
有
効
適
切
な
る
方
法
に
依
り
、
此
の
種
犯
罪
の
徹
底
的
措
滅
を
図
ら
ん
が
為
、
暫
行
懲
治
叛
徒
法
に
所
要
の
改
正
を
加

へ
、
併
せ
て
暫
行
懲
治
盗
一
註
法
を
も
改
正
し
、
両
者
を
統
合
し
て
新
に
治
安
維
持
法
を
制
定
し
、
以
て
時
局
下
治
安
の
維
持
に
万
遺
漏
な
か
ら
ん

こ
と
を
期
す
る
の
要
あ
る
」
(
「
満
洲
国
治
安
維
持
法
の
解
説
」
、
関
東
憲
兵
隊
司
令
部
編
「
在
満
日
系
共
産
主
義
運
動
』
に
「
付
録
」
と
し
て
収

録
(
校
正
時
、
本
解
説
は
「
満
洲
悶
」
法
曹
会
編
司
法
曹
雑
誌
』
第
九
巻
第
二
号
〈
一
九
四
二
年
二
月
〉
掲
載
の
司
法
部
参
事
官
八
回
卯
一
部

「
治
安
維
持
法
に
就
て
」
の
転
載
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
)
)
と
な
っ
て
い
る
。
二
つ
の
暫
行
の
治
安
法
に
代
わ
っ
て
位
久
的
な
治
安
法
を
立
案

す
る
に
あ
た
り
、
そ
れ
を
「
治
安
維
持
法
」
と
し
た
こ
と
は
、
す
で
に
「
満
洲
国
」
治
安
警
察
法
が
あ
る
の
で
必
ず
し
も
不
自
然
で
は
な
い
と
し

て
も
、
保
備
国
家
と
し
て
み
ら
れ
る
こ
と
を
警
戒
し
て
一
応
独
自
の
法
治
体
制
を
構
築
し
よ
う
と
し
た
従
来
の
姿
勢
を
か
な
ぐ
り
捨
て
る
ほ
ど
、

「
反
満
抗
日
運
動
」
の
「
徹
底
的
措
滅
」
の
た
め
に
危
機
感
を
つ
の
ら
せ
た
結
果
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
(
暫
行
懲
治
叛
徒
法
の
公
布
時
の
「
満

洲
国
政
府
公
報
』
は
中
国
語
の
正
本
〔
副
本
は
「
満
洲
国
政
府
公
報
日
訳
わ
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
治
安
維
持
法
の
公
布
時
の
吋
政
府
公
報
』
は

上
段
が
中
国
語
・
下
段
が
日
本
語
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
も
「
満
洲
国
」
の
日
本
へ
の
「
同
化
」
を
物
語
る
)
。

日
本
外
務
省
東
亜
局
の
ま
と
め
た
一
九
四

O
年
の
吋
支
那
及
満
洲
ノ
治
安
状
況
』
(
四
一
年
六
月
、
国
会
関
書
館
東
洋
文
庫
所
蔵
)
で
は
、
「
満

洲
国
ニ
於
ケ
ル
治
安
ハ
日
満
軍
警
ノ
間
断
ナ
キ
討
伐
粛
清
工
作
ニ
依
り
テ
既
ニ
確
立
ノ
域
ニ
進
ミ
タ
リ
」
「
在
満
共
匪
ハ
今
ヤ
衰
退
ノ
一
途
ヲ
辿

ル
ニ
至
レ
リ
」
と
述
べ
て
い
た
。
そ
れ
と
ほ
ぼ
同
じ
認
識
に
立
っ
て
、
四
一
年
七
月
の
可
法
省
の
思
想
実
務
家
会
同
に
出
席
し
た
「
満
洲
国
」
ハ

ル
ピ
ン
高
等
検
察
庁
検
察
官
の
真
田
康
平
は
、
経
済
関
坊
と
と
も
に
武
力
国
防
の
「
日
満
支
を
一
貫
し
た
体
制
」
が
整
備
さ
れ
た
の
に
比
べ
、

「
思
想
国
防
の
み
一
人
取
り
残
さ
れ
た
形
」
と
指
摘
し
、
「
殊
に
独
立
国
家
、
近
代
国
家
に
於
け
る
共
産
党
の
討
伐
は
可
法
討
伐
を
置
い
て
他
に
手

段
方
法
は
な
い
」
と
論
じ
て
い
た
(
以
上
、
『
昭
和
十
六
年
七
月
思
想
実
務
家
会
同
議
事
録
』
『
思
想
研
究
資
料
特
輯
』
第
九
一
号
、
四
二
年
一

月
)
。
こ
の
「
司
法
討
伐
」
の
切
り
札
こ
そ
、
二
つ
の
暫
行
治
安
法
を
「
改
正
」
し
た
治
安
維
持
法
に
は
か
な
ら
な
か
っ
た
。

お
そ
ら
く
日
本
で
懸
案
の
治
安
維
持
法
「
改
正
」
が
実
現
し
た
こ
と
も
、
「
満
洲
国
」
の
恒
久
的
治
安
法
の
立
案
を
促
す
一
つ
の
要
因
と
な
っ

76ラ
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一
二
月
二
七
日
と
い
う
公
布
の
タ
イ
ミ
ン
グ
は
、
ア
ジ
ア
太
平
洋
戦
争
開
戦
に
よ
る
治
安
維
持
強
化
の
要
請
に
も
と
づ
く

そ
し
て
後
述
す
る
関
東
憲
兵
隊
に
よ
る
「
北
満
型
農
事
合
作
社
運
動
」
と
呼
ば
れ
る
在
満
日
系
左
翼
前
歴
者
の
一
斉
検
挙
二
一

月
四
日
)
も
影
響
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。

た
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、

766 

は
ず
で
あ
る
。

全
一
一
条
か
ら
な
る
「
満
洲
国
」
治
安
維
持
法
の
中
心
的
部
分
を
引
く
。

第
一
条
国
体
ヲ
変
革
ス
ル
コ
ト
ヲ
目
的
ト
シ
テ
団
体
ヲ
結
成
シ
タ
ル
者
文
ハ
団
体
ノ
謀
議
一
一
参
与
シ
若
ハ
指
導
ヲ
為
シ
其
ノ
他
国
体
ノ
要

務
ヲ
掌
理
、
ン
タ
ル
者
ハ
死
刑
又
ハ
無
期
徒
刑
ニ
処
ス

情
ヲ
知
リ
テ
前
項
ノ
団
体
一
一
参
加
シ
タ
ル
者
又
ハ
団
体
ノ
目
的
遂
行
ノ
為
一
一
ス
ル
行
為
ヲ
為
シ
タ
ル
者
ハ
死
刑
又
ハ
十
年
以
上
ノ
徒

刑
ニ
処
ス

第
二
条

強
暴
若
ハ
脅
迫
ニ
依
ル
財
物
ノ
強
取
、
殺
人
、
放
火
其
ノ
他
凶
悪
ノ
手
段
一
一
依
リ
安
寧
秩
序
ヲ
素
ル
コ
ト
ヲ
目
的
ト
シ
テ
団
体
ヲ

結
成
シ
タ
ル
者
又
ハ
団
体
ノ
謀
議
ニ
参
与
シ
若
ハ
指
導
ヲ
為
シ
其
ノ
他
団
体
ノ
要
務
ヲ
掌
理
シ
タ
ル
者
ハ
死
刑
又
ハ
無
期
若
ハ
十
年

以
上
ノ
徒
刑
ニ
処
ス

第
三
条

情
ヲ
知
リ
テ
前
項
ノ
国
体
ニ
参
加
、
ン
タ
ル
者
又
ハ
団
体
ノ
目
的
遂
行
ノ
為
ニ
ス
ル
行
為
ヲ
為
シ
タ
ル
者
ハ
死
刑
又
ハ
無
期
若
ハ
六
年

以
上
ノ
徒
刑
ニ
処
ス

国
体
ヲ
否
定
シ
又
ハ
建
国
神
廟
若
ハ
帝
室
ノ
尊
厳
ヲ
胃
潰
ス
ベ
キ
事
項
ヲ
流
布
ス
ル
コ
ト
ヲ
目
的
ト
シ
テ
団
体
ヲ
結
成
、
ン
タ
ル
者

又
ハ
団
体
ノ
謀
議
ニ
参
与
シ
若
ハ
指
導
ヲ
為
シ
其
ノ
他
団
体
ノ
要
務
ヲ
掌
理
シ
タ
ル
者
ハ
死
刑
又
ハ
無
期
若
ハ
六
年
以
上
ノ
徒
刑
ニ

処
ス

情
ヲ
知
リ
テ
前
項
ノ
団
体
ニ
参
加
、
ン
タ
ル
者
又
ハ
団
体
ノ
目
的
遂
行
ノ
為
ニ
ス
ル
行
為
ヲ
為
シ
タ
ル
者
ハ
死
刑
又
ハ
無
期
若
ハ
三
年

以
上
ノ
徒
刑
ニ
処
ス

「
満
洲
悶
治
安
維
持
法
の
解
説
」
は
こ
の
新
法
の
要
点
と
し
て
、
「
国
体
の
観
念
を
明
徴
に
し
、
国
体
の
変
革
を
目
的
と
す
る
犯
罪
及
国
体
の
否

定
事
項
流
布
を
目
的
と
す
る
犯
罪
に
関
す
る
規
定
を
設
け
た
る
こ
と
」
、
「
凶
悪
手
段
に
依
る
安
寧
秩
序
素
乱
を
目
的
と
す
る
犯
罪
に
関
す
る
規
定

を
設
け
た
る
こ
と
」
、
「
建
国
神
廟
又
は
帝
室
の
尊
厳
冨
漬
事
項
の
流
布
を
目
的
と
す
る
犯
罪
に
関
す
る
規
定
を
設
け
た
る
こ
と
」
、
「
集
団
的
犯
罪
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と
し
て
は
、
団
体
に
関
す
る
処
罰
規
定
を
設
け
た
る
こ
と
」
、
「
目
的
遂
行
罪
に
関
す
る
規
定
を
設
け
た
る
こ
と
」
の
五
点
を
あ
げ
る
。
第
一
と
第

三
は
暫
行
懲
治
叛
徒
法
に
あ
っ
た
規
定
を
日
本
新
治
安
維
持
法
に
準
拠
し
て
「
改
正
」
し
た
も
の
、
第
二
と
第
四
は
新
た
に
日
本
新
治
安
維
持
法

の
規
定
を
導
入
し
た
も
の
、
そ
し
て
第
二
の
点
は
暫
行
懲
治
盗
匠
法
か
ら
受
け
継
い
だ
も
の
で
あ
る
。
量
刑
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
十
分
に
重
か

っ
た
暫
行
懲
治
叛
徒
法
@
暫
行
懲
治
盗
匪
法
の
そ
れ
に
屋
上
屋
を
架
す
る
こ
と
に
な
り
、
実
質
的
意
味
は
小
さ
い
が
、
先
の
五
点
は
い
ず
れ
も
従

来
の
一
一
法
の
取
締
の
領
域
を
大
幅
に
拡
大
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
も
同
時
に
公
布
施
行
さ
れ
た
治
安
維
持
法
施
行
法
(
市
1
7
1
5
)
の
第

一
条
で
、
暫
行
懲
治
盗
鹿
法
の
第
七
条
と
第
八
条
、
す
な
わ
ち
軍
警
に
よ
る
「
臨
陣
格
殺
」
と
「
裁
量
措
置
」
は
「
当
分
ノ
間
仇
其
ノ
効
力
ヲ
有

ス
」
と
さ
れ
た
の
で
、
敢
締
当
局
の
手
に
し
た
権
限
は
非
常
に
広
く
な
っ
た
。

日
本
の
新
治
安
維
持
法
に
あ
っ
た
刑
事
手
続
き
の
特
例
は
、
二
審
制
や
弁
護
権
の
制
限
な
ど
、
す
で
に
暫
行
懲
治
叛
徒
法
で
実
施
済
み
で
あ
っ

た
。
ま
た
、
「
予
防
拘
禁
」
制
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
暫
行
懲
治
叛
徒
法
自
体
の
適
用
件
数
が
少
な
く
、
お
そ
ら
く
出
獄
の
近
い
受
刑
者
な

ど
の
対
象
者
も
あ
ま
り
い
な
か
っ
た
た
め
に
、
ま
だ
こ
の
時
点
で
は
導
入
さ
れ
な
か
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
思
想
犯
保
護
観
察
制
度
に
つ
い
て
も

同
様
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
暫
行
懲
治
叛
徒
法
に
あ
っ
た
独
特
の
有
罪
宣
告
の
猶
予
制
度
は
そ
の
ま
ま
受
け
継
が
れ
た
が
、
「
満
洲
国
治
安
維
持
法

の
解
説
」
で
は
、
「
其
の
運
用
の
妙
を
得
せ
し
む
る
為
に
は
是
非
と
も
保
護
観
察
制
度
と
結
び
つ
か
し
め
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
」
と
し
て
、
保

護
観
察
制
度
の
早
急
の
実
現
を
求
め
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
治
安
維
持
法
で
驚
く
こ
と
は
、
日
本
治
安
維
持
法
の
「
国
体
」
の
観
念
が
そ
の
ま
ま
取
り
入
れ
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
で
は

「
満
洲
国
」
の
「
国
体
」
と
は
何
な
の
か
。
ま
と
も
に
論
ず
る
の
も
苦
痛
だ
が
、
「
満
洲
国
治
安
維
持
法
の
解
説
」
に
よ
れ
ば
、
そ
の
定
義
は
「
日

満
不
可
分
一
徳
一
心
の
基
調
の
上
に
立
た
せ
給
ふ
垂
統
万
年
の
皐
帝
の
統
治
権
を
総
捜
し
給
ふ
君
主
国
た
る
と
こ
ろ
に
在
る
」
と
さ
れ
る
。
日
本

の
「
国
体
」
と
の
相
違
は
、
「
日
満
不
可
分
一
徳
一
心
」
と
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
あ
り
、
し
た
が
っ
て
「
日
本
の
国
体
を
変
革
せ
ん
と
す
る
行
為
は

日
本
の
国
礎
を
覆
さ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
単
な
る
両
国
の
不
可
分
関
係
の
分
離
を
企
関
す
る
程
度
に
止
ま
る
も
の
で
は
な
く
実
に
日
満
不
可

分
一
徳
一
心
関
係
を
破
壊
す
る
こ
と
の
最
も
甚
だ
し
い
も
の
」
と
さ
れ
て
し
ま
う
。
こ
れ
は
、
抗
日
運
動
や
「
満
洲
国
」
内
に
お
け
る
日
本
「
国

体
」
の
変
革
行
為
を
弾
圧
す
る
た
め
の
解
釈
で
あ
ろ
う
。

「
満
洲
国
」
治
安
維
持
法
が
日
本
新
治
安
維
持
法
を
名
実
と
も
に
模
倣
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
「
満
洲
国
治
安
維
持
法
の
解
説
」
に
い
た
っ
て
は
、
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臆
面
も
な
く
日
本
治
安
維
持
法
の
池
田
克
ら
の
解
説
や
大
審
院
判
例
に
全
部
的
に
依
拠
し
て
叙
述
さ
れ
て
お
り
、
文
字
ど
お
り
の
「
日
満
不
可
分
」

ぶ
り
が
発
損
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
日
本
の
司
法
官
僚
が
大
量
に
出
向
し
て
「
満
洲
国
」
治
安
体
制
の
中
粧
を
占
め
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
当
然
と
も

い
え
る
し
、
そ
も
そ
も
「
日
満
支
ノ
法
制
一
体
化
」
の
一
環
で
も
あ
っ
た
。
四

O
年
三
月
の
可
法
官
会
議
で
、
及
川
纏
助
司
法
部
次
長
は
「
東
亜

新
秩
序
ノ
建
設
ニ
即
応
シ
テ
自
満
支
間
ニ
於
ケ
ル
可
法
共
助
ノ
円
滑
ヲ
図
リ
進
ン
デ
東
亜
法
制
一
体
化
ノ
実
現
ヲ
期
ス
ル
コ
ト
ハ
極
メ
テ
重
要
ナ

ル
問
題
デ
ア
リ
マ
ス
」
(
司
法
部
『
第
九
次
司
法
官
会
議
録
』
間

O
年
五
月
、
九
州
大
学
所
蔵
)
と
一
言
明
し
て
お
り
、
治
安
維
持
法
は
こ
の
方
針

の
も
と
に
制
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
植
民
地
を
含
む
日
本
の
治
安
維
持
法
体
制
と
「
満
洲
国
」
の
治
安
維
持
法
体
制
が
連
動
す
る
構

造
が
生
み
出
さ
れ
、
全
体
と
し
て
「
大
東
亜
治
安
体
制
閤
」
が
出
現
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
「
大
東
亜
治
安
体
制
閤
」
は
各
地

域
が
等
列
に
位
置
す
る
の
で
は
な
く
、
「
大
東
亜
共
栄
閤
」
の
す
べ
て
が
盟
主
日
本
の
た
め
に
構
築
さ
れ
る
よ
う
に
、
日
本
「
自
体
」
の
変
革
紡

遁
の
た
め
に
機
能
さ
せ
ら
れ
て
い
た
。
思
想
実
務
家
会
同
で
、
ハ
ル
ピ
ン
高
検
の
真
田
が
「
日
本
は
東
亜
の
盟
、
王
で
あ
り
大
陸
の
経
営
者
で
あ
る

以
上
東
亜
の
大
陸
の
思
想
国
防
の
当
該
盟
主
で
あ
り
経
営
者
で
あ
り
又
其
の
使
命
と
責
任
が
あ
る
と
信
じ
ま
す
」
と
述
べ
て
い
た
よ
う
に
。

こ
の
「
満
洲
国
」
治
安
維
持
法
が
日
本
の
敗
戦
ま
で
の
三
年
半
余
の
間
に
ど
れ
ほ
ど
の
弾
圧
に
行
使
さ
れ
た
の
か
、
正
確
な
実
態
は
わ
か
ら
な

い
。
そ
れ
で
も
、
こ
の
立
法
に
関
わ
っ
た
と
い
う
飯
守
重
任
が
、
戦
犯
に
関
わ
れ
て
撫
順
拘
置
所
時
代
に
書
い
た
手
記
の
一
節
は
手
が
か
り
を
与

え
て
く
れ
る
(
「
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
た
る
親
友
に
宛
て
た
手
紙
」
、
吋
ア
カ
ハ
タ
』
一
九
六

O
年
八
月
二
一
日
号
に
要
旨
紹
介
、
同
紙
よ
り
引
用
。

も
っ
と
も
飯
守
は
こ
れ
を
「
偽
装
の
作
文
」
〔
野
村
二
郎
「
法
曹
あ
の
頃
』
上
)
と
い
う
)
。

き
て
偽
満
で
僕
が
何
を
為
し
た
か
を
語
ろ
う
。
僕
は
今
話
し
た
様
な
偽
満
の
惨
酷
極
ま
る
植
民
地
統
治
に
対
し
、
敢
然
と
起
っ
て
抗
争
し
た

勇
敢
な
愛
国
中
国
人
民
に
対
し
、
苛
酷
極
ま
る
血
の
弾
圧
を
以
て
酬
い
た
の
だ
。
僕
が
一
九
四
一
年
中
央
可
法
部
参
事
官
の
時
、
斯
か
る
抗

日
愛
国
の
士
に
対
し
て
死
刑
そ
の
他
の
重
刑
を
以
て
臨
ん
だ
と
こ
ろ
の
「
治
安
維
持
法
」
の
立
法
者
の
一
人
と
な
っ
た
。
僕
は
何
ん
と
抗
日

愛
国
の
中
国
人
民
を
徹
底
的
に
弾
圧
す
る
事
が
正
し
い
処
援
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
の
だ
。
こ
の
法
律
を
立
法
す
る
事
に
依
っ
て
、
ぼ
く
は

い
わ
ゆ
る
熱
河
粛
清
工
作
に
於
い
て
の
み
で
も
、
中
国
人
民
解
放
軍
に
協
力
し
た
愛
国
人
民
を
一
千
七
百
名
も
死
刑
に
処
し
、
約
二
千
六
百

名
の
愛
国
人
民
を
無
期
懲
役
そ
の
他
の
重
刑
に
処
し
て
い
る
。
ぽ
く
の
立
法
し
た
「
治
安
維
持
法
」
の
条
文
は
愛
国
中
国
人
民
の
鮮
血
に
ま

み
れ
て
い
る
。
こ
の
法
律
に
依
り
愛
国
中
国
人
民
は
一
万
数
千
名
も
逮
捕
さ
れ
た
。
こ
の
法
律
が
被
害
者
の
家
族
、
親
威
、
知
友
に
及
ぽ
し
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た
間
接
の
破
壊
的
影
響
及
一
般
中
国
人
民
に
及
ぼ
し
た
心
理
的
圧
迫
は
測
り
し
れ
な
い
深
刻
な
も
の
が
あ
る
。

こ
の
告
白
中
の
「
一
万
数
千
名
」
と
い
う
数
値
が
過
大
と
も
い
え
な
い
こ
と
は
、
「
満
洲
国
」
警
務
総
局
特
務
処
編
の

所
収
(
糊
|
二

1
4
)
の
国
三
年
一
一
月
か
ら
一
二
月
ま
で
の
「
特
高
関
係
主
な
る
検
挙
一
覧
表
(
共
産
党
関
係
)
」
だ
け
で
、
八
八

O
O
人
余
と
な

っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
。
そ
の
な
か
に
は
、
「
第
一
次
基
号
作
戦
期
間
に
於
け
る
中
共
党
政
監
関
係
者
検
挙
」
…
六
五
五
人
(
承
徳
憲
兵

隊
)
、
「
承
徳
、
青
龍
、
興
隆
県
、
昭
中
旗
地
区
中
共
党
政
匪
関
係
者
検
挙
」
五

O
四
三
人
(
同
)
と
い
う
い
ず
れ
も
熱
河
省
で
の
、
「
共
旺
討
伐
」

と
い
う
べ
き
事
例
も
含
ま
れ
る
。
「
満
洲
国
警
察
当
局
に
在
り
で
は
北
満
一
帯
に
於
け
る
構
洲
共
産
党
北
満
省
委
員
会
及
び
東
北
抗
日
連
軍
第
三

路
軍
の
反
満
抗
自
活
動
近
時
愈
々
積
極
織
烈
化
せ
る
に
鑑
み
之
に
断
乎
た
る
処
置
を
採
る
べ
く
慎
重
計
画
を
進
め
っ
、
あ
り
た
る
が
、
周
到
な
る

一
斉
検
挙
計
画
を
樹
立
し
、
本
年
三
月
一
五
日
及
び
五
月
十
臼
の
二
回
に
…
日
一
り
之
を
実
施
、
検
挙
人
員
五
百
五
十
二
名
の
多
き
を
算
し
多
大
の
成

果
を
収
め
た
り
」
(
日
本
内
務
省
警
保
局
「
外
事
月
報
」
四
三
年
一
二
月
分
)
と
い
う
駐
ハ
ル
ピ
ン
の
内
務
事
務
官
か
ら
の
報
告
は
、
こ
の
「
特

高
関
係
、
王
な
る
検
、
挙
一
覧
表
」
と
一
部
重
な
る
。

治
安
維
持
法
は
、
在
満
日
系
左
翼
前
歴
者
の
活
動
に
も
適
用
さ
れ
た
。
一
九
四
一
年
一
一
月
の
「
北
満
型
農
事
合
作
社
運
動
」
(
一
・
二
八
工

作
事
件
)
と
四
二
年
九
月
の
「
満
鉄
調
査
部
事
件
」
(
九
@
一
二
事
件
)
で
、
い
ず
れ
も
関
東
憲
兵
隊
が
偵
諜
し
、
検
、
挙
し
た
。
前
者
で
は
五

O

人
前
後
の
検
挙
者
の
う
ち
、
五
人
が
治
安
維
持
法
第
一
条
の
団
体
結
成
罪
を
開
擬
さ
れ
て
無
期
徒
刑
と
な
る
ほ
か
、
一
一
人
は
第
五
条
の
宣
伝
罪

を
適
用
さ
れ
て
い
る
(
「
在
満
日
系
共
産
主
義
運
動
』
)
。
興
農
合
作
社
中
央
会
の
佐
藤
大
四
郎
に
対
す
る
判
決
文
を
み
る
と
、
農
弐
の
左
翼
的
啓

蒙
に
努
め
、
そ
の
「
階
級
的
自
覚
ヲ
促
シ
半
封
建
的
支
配
ニ
反
発
ス
ル
気
運
ヲ
醸
成
、
ン
ブ
ル
ヂ
ヨ
ア
民
主
主
義
革
命
三
等
キ
次
ニ
起
コ
ル
ヘ
キ
プ

口
レ
タ
リ
ア
革
命
ノ
客
観
的
主
体
的
諸
条
件
ノ
成
熟
ニ
寄
与
セ
シ
ム
ル
ニ
在
リ
ト
為
シ
窮
極
一
一
於
一
ア
ハ
我
国
体
ヲ
変
革
シ
テ
共
産
主
義
社
会
ヲ
実

現
セ
ン
コ
ト
ヲ
企
図
シ
」
と
い
う
飛
躍
し
た
論
理
が
組
み
立
て
ら
れ
、
「
農
事
合
作
社
運
動
」
の
理
論
を
雑
誌
な
ど
に
発
表
し
た
こ
と
を
も
っ
て
、

「
我
国
体
ヲ
変
革
ス
ル
目
的
ヲ
以
テ
其
ノ
目
的
タ
ル
事
項
ノ
宣
伝
ヲ
為
シ
タ
ル
モ
ノ
」
と
認
定
さ
れ
、
徒
刑
二
一
年
の
刑
を
科
せ
ら
れ
た
(
以
上
、

「
思
想
月
報
』
第
一

O
二
号
、
間
三
年
五
月
)
。
こ
の
新
京
高
等
法
院
の
公
判
の
審
判
長
は
か
つ
て
札
腕
地
裁
の
予
審
判
事
と
し
て
、
ま
た
検
察
官

(
可
法
部
思
想
科
長
を
兼
務
)
は
広
島
地
検
検
事
と
し
て
、
い
ず
れ
も
思
想
事
件
に
関
わ
っ
た
人
物
で
あ
り
、
「
窮
極
ニ
於
テ
」
な
ど
の
論
法
は
お

手
の
物
で
あ
っ
た
ろ
う
。

吋
特
務
葉
報
い
第
四
号
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7
・
二
八
工
作
事
件
」
の
取
調
に
端
を
発
し
た
「
満
鉄
調
査
部
事
件
」
で
は
、
第
一
次
と
第
二
次
を
合
わ
せ
、
四
四
人
が
検
挙
さ
れ
、
新
京
高

等
検
察
庁
に
四

O
入
が
送
致
さ
れ
た
。
そ
の
う
ち
一
二
人
が
起
訴
さ
れ
、
四
五
年
五
月
、
二
人
に
徒
刑
五
年
、
二
人
に
徒
刑
三
年
、
そ
の
他
は
執

行
猶
予
の
判
決
が
あ
っ
た
。
審
判
長
は
あ
の
飯
守
で
あ
っ
た
。
事
件
の
連
累
者
の
一
入
、
石
堂
清
倫
氏
は
「
結
局
の
と
こ
ろ
、
生
じ
た
事
実
に
た

い
し
て
で
は
な
く
、
ま
だ
生
じ
て
い
な
い
可
能
性
に
対
し
て
処
罰
し
た
奇
妙
な
事
件
で
あ
っ
た
」
(
「
わ
が
異
端
の
昭
和
史
』
)
と
書
く
。
こ
の
事

件
で
は
四
人
が
獄
死
し
て
い
る
。
な
お
、
関
東
憲
兵
球
司
令
部
で
は
「
今
次
事
件
処
理
に
依
っ
て
得
た
教
訓
と
将
来
此
の
種
事
件
処
理
の
為
の
対

策
示
唆
」
と
す
る
た
め
に
、
大
部
な
「
在
満
日
系
共
産
主
義
運
動
』
(
四
四
年
)
を
ま
と
め
て
い
る
。
そ
こ
で
「
斯
く
し
て
満
鉄
を
中
心
と
す
る

左
翼
運
動
は
一
応
交
捺
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
戦
局
下
国
内
外
の
情
勢
並
益
々
潜
行
化
を
予
想
さ
る
る
左
翼
運
動
の
実
相
に
鑑
み
、
速
に
東
亜
的

規
模
を
以
て
す
る
思
想
警
察
体
制
を
確
立
強
化
し
、
か
か
る
不
祥
事
の
絶
滅
を
期
す
る
こ
と
緊
要
な
り
と
信
じ
て
己
ま
な
い
」
と
論
じ
て
い
る
こ

と
は
、
「
大
東
亜
治
安
体
制
国
」
の
確
立
を
要
請
す
る
一
一
一
一
口
と
し
て
注
日
さ
れ
る
。

治
安
維
持
法
の
運
用
の
要
と
な
る
可
法
部
刑
事
可
長
に
、
一
九
四
二
年
九
月
、
刑
事
局
第
六
課
長
と
し
て
日
本
の
治
安
維
持
法
「
改
正
」
に
奔

走
し
た
太
田
耐
造
が
招
持
さ
れ
た
。
「
太
田
君
の
就
任
に
よ
り
、
刑
事
可
内
の
空
気
は
引
き
締
ま
り
、
活
気
が
横
溢
し
、
対
外
交
渉
は
順
調
に
進

展
し
、
立
法
業
務
も
ど
し
ど
し
は
か
ど
っ
て
行
」
(
吋
満
洲
国
可
法
建
設
回
想
記
』
)
っ
た
と
い
う
。
そ
の
「
立
法
業
務
」
の
な
か
に
、
日
本
の
思

想
犯
保
護
観
察
法
と
新
治
安
維
持
法
中
の
「
予
防
拘
禁
」
制
度
の
導
入
を
図
っ
た
「
思
想
矯
正
法
」

(
m
l
一
1
1
8
)

が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
四
三
年
四
月
一
五
日
の
参
議
府
会
議
を
通
過
し
た
「
保
安
拘
置
並
に
思
想
矯
正
制
度
要
綱
」
に
も
と
づ
き
、
九
月
一
八
日
に
公
布
、
即

日
施
行
と
な
っ
た
。
同
時
に
「
思
想
矯
正
手
続
令
」

(
m
l
一
|
日
)
な
ど
も
制
定
さ
れ
た
(
「
保
護
監
察
所
官
制
」
は
二

O
司
公
布
・
施
行
)
。

こ
の
立
法
化
は
、
「
大
東
亜
戦
争
完
遂
の
た
め
日
満
一
体
国
力
の
一
切
を
傾
け
て
逼
進
し
て
ゐ
る
今
日
此
の
大
戦
遂
行
を
さ
ま
た
げ
る
よ
う
な
一
一
一
一
同

動
を
す
る
も
の
や
敵
性
思
想
の
包
蔵
者
等
の
罪
を
犯
す
危
険
性
あ
る
者
を
未
然
に
紡
せ
ぐ
」
(
黒
沢
子
之
松
「
満
洲
国
に
実
施
さ
れ
ん
と
す
る
保

安
拘
置
並
に
思
想
矯
正
の
両
制
度
」
「
法
曹
公
論
』
四
三
年
五
月
、

m
i二
1
6
)
た
め
と
さ
れ
る
。
実
際
に
こ
の
時
点
で
ど
れ
ほ
ど
の
「
保
護

監
察
」
や
「
予
防
拘
禁
」
対
象
者
が
存
在
し
、
施
行
後
に
ど
れ
ほ
ど
の
規
模
で
実
行
さ
れ
た
の
か
、
不
明
で
あ
る
。
こ
の
「
思
想
矯
正
」
は
、
治

安
維
持
法
違
反
に
と
ど
ま
ら
ず
広
く
思
想
犯
前
歴
者
が
対
象
と
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
「
戦
時
若
ハ
事
変
又
ハ
之
一
一
準
ズ
ベ
キ
非
常
事
態
ニ
拠
出
、
ン
」

て
は
、
治
安
維
持
法
な
ど
の
「
罪
ヲ
犯
ス
ノ
虞
顕
著
ナ
ル
者
」
(
第
三
九
条
)
に
も
適
用
す
る
と
規
定
さ
れ
た
。
ま
た
、
「
思
想
矯
正
」
の
言
渡
し
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機
関
が
検
察
庁
で
あ
る
こ
と
、
「
予
防
拘
禁
」
期
間
が
三
年
間
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
「
保
護
既
察
」
さ
れ
た
者
の
労
務
従
事
な
ど
の
規
定
は
、
日

本
の
制
度
よ
り
厳
し
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
。

一
九
四
三
年
に
は
「
満
洲
国
」
の
行
政
改
革
に
と
も
な
い
、
警
察
の
機
構
改
革
が
あ
っ
た
。
「
我
国
政
治
の
進
展
に
図
り
一
般
一
行
政
と
警
察
と

の
緊
密
な
る
結
び
付
き
」
が
現
下
の
急
務
と
な
っ
た
と
し
て
、
治
安
部
か
ら
警
務
可
を
分
離
し
(
治
安
部
は
軍
事
部
と
改
め
、
軍
事
を
専
管
)
、

総
務
局
の
外
局
に
新
た
に
警
務
総
局
を
設
置
し
た
の
で
あ
る
。
組
織
的
に
は
、
官
房
の
ほ
か
に
警
務
処
と
特
務
処
が
お
か
れ
た
(
以
上
、
「
外
事

月
報
』
四
三
年
三
月
分
)
。
警
務
総
局
長
に
は
山
田
佼
介
が
就
任
し
た
。

一
九
四
四
年
に
な
る
と
、
治
安
の
悪
化
に
直
面
し
た
よ
う
で
あ
る
。
五
月
に
は
、
ハ
ル
ピ
ン
駐
在
の
内
務
事
務
官
か
ら
「
生
活
必
需
物
資
を
中

心
に
悪
性
っ
イ
ン
フ
レ
L

の
徴
候
現
れ
始
め
た
」
こ
と
の
ほ
か
、
「
最
近
の
戦
局
は
満
支
入
方
面
に
も
微
妙
な
る
反
響
を
予
へ
居
り
一
般
大
衆
は

表
面
無
関
心
の
如
く
な
が
ら
底
流
す
る
彼
等
の
一
一
一
一
口
説
に
は
日
本
の
敗
戦
と
其
の
後
に
来
る
可
き
状
態
に
不
安
を
抱
き
、
極
く
隠
微
な
が
ら
斯
か
る

場
合
に
処
せ
ん
と
す
る
現
象
の
見
受
け
ら
る
よ
と
い
う
注
目
す
べ
き
報
告
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
(
以
上
、
「
外
事
月
報
』
四
四
年
五
月
分
)
。
こ

う
し
た
状
況
に
対
す
る
「
満
洲
国
」
警
察
や
可
法
の
認
識
や
対
策
な
ど
は
わ
か
ら
な
い
。

「
満
洲
国
」
の
末
期
、
そ
し
て
崩
壊
に
い
た
る
過
程
の
治
安
体
制
が
ど
う
で
あ
っ
た
か
、
そ
の
状
況
を
う
か
が
う
に
足
る
資
料
の
所
在
は
不
明
で

あ
る
。
ま
た
、
治
安
維
持
法
に
よ
る
検
挙
者
や
司
法
処
分
者
の
数
、
矯
正
輔
導
院
(
「
予
防
拘
禁
」
)
や
保
護
監
察
所
に
お
け
る
収
容
者
の
人
数
も

不
明
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
治
安
体
制
が
全
体
と
し
て
、
「
満
洲
国
」
の
統
治
に
、
「
大
東
亜
共
栄
圏
」
の
構
築
に
ど
の
よ
う
に
機
能
し
て
い
た
か
と

い
う
点
も
、
今
後
の
課
題
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
日
本
の
治
安
体
制
と
密
接
に
連
動
す
る
「
満
洲
国
の
治
安
体
制
」
と
い
う
問
題
の
所
在
を
提
示

し
た
に
と
ど
ま
る
。

一
九
九
六
年
二
月

荻
野
富
士
夫

(
付
記
)本

資
料
集
の
編
纂
と
解
説
は
、

一
九
九
四
年
度
か
ら
の
文
部
省
科
学
研
究
費
「
一
般
C
」
に
よ
る
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
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